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   （開議 午前９時59分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成23年第１回太子町議会定例会第２日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は14名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成23年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 議案第23号について誤植がありましたの

で、その正誤表をお手元に配っておきました

からご了承願います。 
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  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、清原良典議員。 

○清原良典議員 皆さんおはようございま

す。 

 ２番清原です。通告に従いまして一般質問

を行います。 

 ここのところ、１番バッターが続いており

まして、何の自慢にもならんのんですが、逆

に落ちつく間もなく、反省しております。 

 今回は３つの質問事項ですが、これすべて

丸尾部長の答弁となっておりまして、長年太

子町役場に勤務され、残すところ１カ月で退

職される方に質問が集中してしまいましたこ

とを、まずもっておわびを申し上げます。私

もこれが議員生活最後の一般質問になるやも

しれませんし、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 まず１点目、高齢者の交通安全対策につい

て伺います。 

 昨年2010年の１年間に全国の交通事故で死

亡した65歳以上の高齢者は2,450人であり、

全体の50.4％を占め、初めて過半数を占めた

ことが判明しました。同じく2010年のたつの

署管内の交通事故による死者３人はすべて高

齢者であり、傷者1,300人余りのうち201人が

高齢者であります。 

 このような現状の中、高齢者を対象とした

交通安全教育を実施されているようでありま

すが、私はこの教育内容を工夫する必要があ

るのではないかと考えているところです。 

 四国香川県の坂出市では、地域の交通安全

活動推進委員協議会及び交通安全協会並びに

交通安全母の会など、５団体により自治会の

地図を利用し、交通事故危険箇所を書き込

み、その道路、交差点の危険を再認識する住

民の生の声を反映した予見型の地図を作成す

る取り組みを行っていると聞いております。 

 特に高齢者の事故の多くは、自宅から半径

500メートル以内での発生が多く、身近な地

域でのこのような積極的な取り組みを求める

ところでございますが、どのように考えられ

るのかお伺いをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 高齢者の交通

安全施策でございますが、この高齢者の方々

への交通安全教室の実施ということで現在や

っております。 

 たつの警察署、交通課にご依頼を申し上げ

まして、それぞれ実施をしておるんですが、

内容的には高齢者の交通安全に関するビデオ

をごらんいただいた後、高齢者の特徴的な事

例等をもとに注意を喚起しておるところでご

ざいます。 

 また、警察のほうから最近の交通事故の件

数、傾向、状況について詳しく説明、講義を

されておるところでございます。また、役場

のほうでは、出前講座でもって「高齢者の交

通安全」と題しまして講座を開催をいたして

おります。 

 内容的には、ビデオが中心でございます

が、自宅付近での事故が多いこと、また体力

が落ちてきておるところの自覚、それからヒ

ヤリ・ハット図の作成といったことの紹介を

されるようなビデオということでございます

が、実際にこの出前講座の中でヒヤリ・ハッ

ト図を作成はいたしてはおりません。教室の

中で実際に自宅周辺の地図を作成をしまし

て、利用しまして、ヒヤリ、ハットした箇

所、また時間帯、歩行、自転車、自動車の別

など、その人数によりまして危険な箇所を把

握をしていただくということにつきまして

は、危険箇所の再認識につながり、非常に有
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効な手段だと思っております。 

 ただいま議員さんのほうからもご提案がご

ざいましたが、この危険箇所の把握といいま

すか、認識というのは今後講座等に取り入れ

て実施したいというふうに考えております。 

 また、同時にたつの警察署のほうにもこう

いったこともご協力をお願いしたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 今お聞きしますと、消防署

が災害時のために今各自治会で行っている図

上訓練ですか、それによく似たような内容で

すね。 

 町長の施政方針にも多発する高齢者の交通

事故防止対策として高齢者交通安全教育を引

き続き実施すると述べられているわけです

が、先ほど私が交通安全教育の内容を工夫す

る必要があるのではと申したところですけど

も、大体内容については把握できました。 

 もう一点、どの程度の頻度で教育、そうい

う講座を開かれておるのか。それから、当然

担当部署である生活環境課、ここもタッチは

されておるはずですけども、担当の職員さん

も同様に教育を受けておられるのか、お尋ね

をします。 

 それと、先日、少し話がそれるかもわかり

ませんが、神戸新聞のいい耳のコーナーに少

し気になる記事があったんですけども、それ

には近年高齢運転者の事故発生率が増加の傾

向にあり、自動車保険の支払いが増えたた

め、損保会社は高齢者の保険料を若い年代と

比べ高くすることを決めたが、いささか短絡

的な判断ではないかという内容でした。 

 これにはこの方なりのデータがあるわけで

すけども、過去10年間の県内における高齢運

転者が招いた人身事故件数は1.5倍になって

いるのですが、高齢免許保有数は1.7倍であ

ると。つまり、高齢運転者の事故発生割合は

むしろ減っていると言われておるんですけど

も、現実的には事故は増えていることは認め

ざるを得ません。 

 ただ、このおっちゃんが言いたいのは、納

得のいかない根拠に基づいて高齢者に過度な

保険料の値上げを課すのは不当であると、そ

れであるならば免許保有者に対して事故発生

件数の割合を年代別に比較した証明を出せと

損保会社に文句を言っとるわけで、この83歳

の神戸のおっちゃんが言いたいのもわからん

こともないのですが、昨年うちの父親が84歳

で亡くなりましたが、そらまあおやじが乗っ

ているときはもう車の外観は傷だらけでし

た。母親が、また当てた、また当てたとよく

愚痴を言ってましたが、最後まで人身事故が

なかったのが不幸中の幸いでした。 

 当然高齢者の方にしかられるかわかりませ

んが、やはり節度ある常識を持って対応して

いただきたいと私は思います。例えば運転す

る車両を小さくしていくとか、勇気を持って

免許証を返納するとか、こういう勇気も必要

ではなかろうかと思います。 

 交通安全教育の中にこれらのことも既に盛

り込まれているやもわかりませんが、やはり

その辺のことも含めて再検討をしていただき

たいと思いますが、いかがですか。お考えを

再度お尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでの交

通安全教室をどの程度開催をされてるかとい

うことでございますが、大体月１回程度で推

移しております。 

 職員の教育はどういうことかということで

ございますが、もちろん担当者はいろんな資

料、データ等も日常からつかんでおります

し、またこういった教室におきましては専門

的な警察の方と一緒にやっておりますので、

教育的な面につきましては鋭意努力をさせて

いただいております。 

 最後に、いい耳の記事からのご意見がござ

いましたですが、なかなかいろんな方法がと

られております。免許の返上についてもそう

なんですけれども、これも一つの例といたし

ましては上がりますが、なかなか難しい面が

ございまして、高齢者の方自身におきまして
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も非常に葛藤があるというふうに聞いており

ます。 

 といいますのも、自分の体力の低下という

のは気持ちはこうしっかりされております

が、体の問題ですので、無意識のうちにやは

り安全装置が働いて動作が緩慢になっていく

というものですから、自分の意識と体の生理

的なもんというのはなかなか合致しないとこ

ろがこの問題の根底にあるんかなというふう

に思っております。 

 ですから、それぞれの施策につきまして

は、一概に引っ張っていくと、このほうに誘

導していくというのは課題も多くございます

ので、その辺今後検討していかなければなら

ん、また警察のほうともお話させていただき

ながらいい方法といいますか、どういったと

ころで取り入れていくか、どの程度の頻度で

取り入れていくかということは研究をしたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 よろしくお願いします。 

 うちの母親ももう自分の好きなカラオケは

年がら年じゅう自転車でも走り回っとんです

けど、ほかのことを注意すると頑固で困りま

す。 

 次に行きます。 

 次に、自殺対策について質問をいたしま

す。 

 我が国の自殺による年間の死亡者数は、

2009年までで12年連続して３万人を超える状

況が続いており、その数は交通事故で亡くな

る人の実に４倍相当となっております。 

 この４倍というのは違うかもしれません。

2009年の事故死者数が4,900人余り、5,000人

としても６倍に当たります。再度これについ

てはチェックをいたします。 

 戻ります。 

 諸外国と比較しても、我が国の自殺者数は

非常に高い水準であると報告をされておりま

す。自殺の傾向として、約半数は30歳から

50歳であり、60歳以上も36％を占めておりま

す。悲しいことに、20歳代では死因の第一に

自殺が上げられること、また人が自殺に至る

背景には、皆さんご存じのように、今の世の

中を象徴するがごとく、失業による生活苦や

多重債務や健康問題が起因するうつ病などが

要因であり、これらが複雑に重なり合ってい

ることが指摘されております。 

 実際の調査では、亡くなる前に地方自治体

などの相談機関を訪ねていた人は７割にも及

ぶと言われており、社会的な支えがあれば自

殺は避けられる死であると受けとめておりま

す。 

 そこで、３点について伺います。 

 まず、太子町の過去５年間の自殺の実態と

相談窓口の設置の有無。 

 ２番、自殺対策について、どのように考え

ておられるのか。 

 ３点目として、教育の現場において、子供

たちに将来の心の健康を保持するための自殺

予防に関する啓発等を行われているのか。 

 以上、お尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 自殺対策の本

町の実態のお尋ねでございます。 

 本町の過去５年間の自殺者数は、平成17年

は７人、平成18年は８人、平成19年は５人、

平成20年が７人、平成21年が４人で、計31人

でございます。このうち男性が23人で74％を

占めておると。年代別で見ますと、50代、

60代がともに７人ということで最も多く、次

いで30代の６人が続いております。80代以降

の方についてはございませんが、10代の方が

１人といった状況でございます。 

 これらの原因、動機といたしましては、今

清原議員さんも言われましたが、やはり健康

問題、また経済、生活問題といった問題が複

雑、さまざまな形で悩みが大きく関係をいた

しておりました。多くの方がうつ状態であろ

うというふうに言われております。 

 その相談窓口の設置でございますが、非常

に自殺者数が全国で３万人を超える状況が続

いておるということで、社会問題と今現在は
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なっておりまして、本町におきましても一応

社会福祉課のほうで相談窓口を担当しておる

わけですが、これまで自殺のおそれとか、ま

た自殺につながるんではないかといった直接

的なご相談というのはございませんが、これ

まで専門員さんによります相談が毎月第２火

曜日役場のほうで実施をしておりますし、ま

た精神障害者の方の相談員によります相談を

奇数月の第３火曜日に今保健福祉会館のほう

で実施をしております。また、県のほうでも

龍野健康福祉事務所に相談窓口がございまし

て、これらよく広報紙等でお知らせをいたし

ております。それぞれ県の機関また町サイド

の相談窓口ということで掲載をさせていただ

いております。 

 それで、この自殺の対策についてどのよう

に考えておるかというご質問でございます

が、非常に難しいといいますか、なかなか見

えない状況がございます。その中での対策で

ございますので、いろんな要因として挙げら

れておりまして、その中でもやはり心の病気

といったところに大きくスポットが当てられ

ておるようでございまして、この心の病気に

つきましては、どうしても早期発見、早期治

療というところになってくるんですが、やは

りご本人の周りにおる者、ご家庭を中心とし

たご家族などが異常に気づいて早期の治療に

結びつけることが肝要なので、やはりこの心

の病気についての知識を深めていただくと。

そして、気軽に相談できる体制づくりといっ

たことが大切であろうというふうに思ってお

ります。 

 この知識的なもんが欠如しておれば、気づ

きにもいきませんし、また一人で考えまして

も前へ行きませんので、気軽に相談できる体

制が必要ということでございます。 

 この特効薬といいますとなかなかございま

せんで、国を初めどの自治体もそういう面で

は非常に思案をするところでございますけれ

ども、本町の試みといたしまして、つい先日

でございましたですが、社会福祉の増進に努

めて地域の相談役でもございます民生委員さ

ん、児童委員さんを対象に精神科の先生を講

師にお招きをいたしまして、自殺予防対策と

して「気分障害について」と題しましての講

演会を開催をいたしましたところでございま

す。 

 この23年度も引き続いて自殺対策といたし

まして、住民の皆様がこの問題に関心を示し

て自分の家族の問題としてとらえられるよう

な事業、具体的には講演会等を予算上考えて

おりますが、そういった啓発的な事業を実施

したいというふうに考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） ３点目の教育現場

での対応はという形のご質問にお答えさせて

いただきたいと思います。 

 本当に自殺等に関連した事案また報道を見

たり聞いたりするたびに、天命を全うするこ

となく死に至ることはどのような場面でも本

当に悲しいことでございます。そういう状況

の中で、ご質問にありますように、教育現場

におきましては、一番大事にしなければなら

ないこと、それは言うまでもなく子供の命を

大切にするということであります。すなわ

ち、子供たちが安心して楽しく毎日の学校生

活が送れるように教職員が常日ごろから心と

体の状態に気を配り、子供の救いを最初から

受けとめられるゲートキーパーであることを

自覚した行動が大切であると、また求められ

ているところでございます。 

 学校園の生活の中におきましては、金魚ま

たはウサギ等を飼育する中で、また植物栽培

などを通じて命の大切、また命を守らなけれ

ばならないということが、その重要性や必要

性を体験から学べるよう毎日の生活指導の

中、また道徳の時間等を通じながら命の尊厳

について話し合う機会等を通じて学習の中で

教えておるところでございます。 

 この問題の早期の対応としましては、子供

が自殺という行為に及ぶ前に救いを求める必

死の叫びがあり、そのサインを的確にとら

え、正面から向き合うことが大切であり、学
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校内での先生方、教職員の間での連携を図る

ことが重要であります。 

 そういう状況でございますから、万が一子

供たちの様子に気がかりな変化が見受けられ

るときには、学校だけではなく家庭、そして

他の関係機関、そして地域の人々がそれぞれ

の立場で協力を願い、また連携を図ることに

より、迅速、適切に対応して、子供が危機を

乗り越えられる手助けをしていく必要がある

と考えております。 

 そして、子供たちの心の健康を守ることの

第一は、常日ごろから場面、場面で命の大切

さを教えることであり、自殺という行為の予

防につながるものであります。子供を見守る

視点を忘れず、信頼感のある人間関係が構築

できるよう指導に努め、本町におきまして

も、悲しい事案が生じないよう取り組みを進

めていく考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 期待してました「しかしな

がら」入ってなかったですね。 

 最後に、西村次長のほうから、日常生活に

おいてはそういうウサギとか動物のお世話ま

た植物の世話、それと教室においては道徳の

時間を設けておると聞きましたが、年間どの

程度１年生から６年生までどれぐらいの時間

をそれに費やしてるのか、後にお伺いしたい

と思います。 

 それと、丸尾部長にはいろいろとお答えし

ていただいたんですが、相談窓口の設置は広

報紙等で啓発しておると先ほどお伺いしたん

ですが、部長の説明の中には何度も同じ心の

病気という文言が出たんですが、そういう心

の病気の方が広報紙に触れる回数がどの程度

あるんかなと、これも頻度というんですか

ね、その辺のこともお尋ねをしたいと思いま

す。 

 それと、先ほども言いましたように、実際

の調査では亡くなる前に地方自治体などの相

談機関を訪ねられた方が７割にも及ぶとの結

果が出ておるわけですが、太子町の相談の実

績というんですか、実態はどうであるのか、

お聞かせ願えるんであればお尋ねをします。 

 それと、兵庫県の地域自殺対策緊急強化基

金を活用してうつ予防をテーマにした講演会

を開催し、心の健康講座を実施すると施政方

針にありますが、これについてどのような内

容であるのかをお尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この問題につ

いて、広報紙で啓発をしておるという答弁に

対しましてのご質問でございますが、ご本人

が見られる機会というのはなかなか推しはか

れませんが、少なくともご家庭のご家族の方

にはごらんいただいておるというふうに思っ

ております。 

 次に、相談の実態でございますが、先ほど

の答弁の中でも申しましたが、直接的な相談

というのはこれまでございません。ただ、比

較的学童といいますか、若い年代の方でのや

はり知的といいますか、そういった相談は寄

せられております。また、ひきこもりに近い

形での相談は寄せられておりますが、自殺が

想定されるとか、ほのめかすといったような

直接的な相談は本町ではございません。 

 したがいまして、今清原議員言われました

全国の調査から大体７割がということなんで

すが、本町の窓口ではそんなに高率というの

はちょっと感じられないというのが実態でご

ざいます。 

 それから、この23年度でこの県の基金を使

いましての事業の関係、施政方針の中にも触

れております。これは、やはり広く住民の皆

様にこの問題を取り上げていただきたい、知

っていただきたいということでございますの

で、専門の先生、講師さんに来ていただきま

して、文化会館になろうかと思いますが、そ

こで講演会的なものを開催をする予定にして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 道徳の時間でございますが、年間36時間、
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どの学年にも応じて、小学校１年生から中学

校３年生まで授業いたしております。 

 そして、道徳の学習と道徳的実践というも

のがありまして、学習したことを学校の中で

どのように実践されているか、実践されてい

なければ特別活動の中でさらにそれを深めて

いくというようなことを進めておるわけでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 それでは、また予定をされ

とること、先ほども述べられましたが、内容

のほうがわかりましたら、その時点で結構で

すんで、またお教えいただきたいと思いま

す。 

 ３点目の質問に移ります。 

 ペットの火葬について質問をいたします。 

 一昔前とは異なりまして、近年はペットを

家族の一員と考え、愛情豊かに人生をともに

する飼い主が大幅に増加しております。 

 現在地元の筑紫の丘斎場の動物炉では、そ

のような家族同様のペットでさえもごみと同

じように扱い、一度に何体もの遺体をまとめ

て火葬を行っておりますが、このことは10年

以上もの長きにわたり寝食をともにした最愛

の家族に対し、最期を満足に見送ることがで

きなかったという自責の念を強く生み、長く

飼い主の心の傷となっております。 

 近隣では、赤穂市のように飼い主の希望に

より個別火葬が行われ、ペットの遺骨を拾い

自宅に持ち帰ることができる施設があります

が、深い悲しみの中、家族そろってわざわざ

太子町からそのような施設を求めて持ち込ま

れる事例も少なからずあると聞いておりま

す。事実私も３年前に愛犬を亡くし、赤穂市

にお世話になりました。 

 そのようなことから、地元の筑紫の丘斎場

でも同様に飼い主の要望があれば個別火葬を

行い、収骨ができるという安らぎのシステム

を早急に検討、実施していただきたいのです

が、お考えをお聞かせ願います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ペットの火

葬、収骨についてのご質問でございますが、

今ご質問の冒頭にもございましたように、一

昔前とは異なりといった状況があろうかと思

います。 

 現在の組合の筑紫の丘の施設でございます

が、その当時建設の際には収骨といったこと

の構想がなかったというふうに聞いておりま

す。したがいまして、今の組合の施行規則の

中にも「動物の収骨はできないものとす

る。」との規定がございます。この規定を見

ましても、そういったことがうかがい知れる

というふうに思います。 

 しかし、今ご質問のように、非常にペット

の状況というのが変わってきておるのは事実

かと思います。また、ペットへの愛情は飼っ

てみないとわからないというのが、それこそ

現実といいますか、その見方だと思っており

ます。 

 そこで、現施設での対応でどうかというこ

とでございますが、構造的に見ましても今の

構造では収骨というのはできません。また、

それに当たりましては、やはり予約システム

を入れなければなりませんし、またそれに対

しての人員、携わる人間の関係がございま

す。増員といった問題がございまして、それ

らも費用的には非常に大きな額が必要でござ

いまして、今現在の建物内の施設の内容から

いいましても、また施設の外につくりまして

もこれは物理的に難しいというのが現状かと

思います。 

 このご質問の中に、参考までに申し上げま

すが、ごみと同じように扱いというご質問が

ございましたので、言いわけではございませ

んが、今筑紫の丘で合同で火葬をしておるの

は事実でございます。しかし、丁重に取り扱

いをいたしまして、決してごみと同じ扱いは

いたしてはおりません。申請をされる方に対

しましては、収骨できない旨を説明を申し上

げ、申請後、動物告別室にご案内をして最期

のお別れをしていただいて、帰っていただい

ておる。 
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 なお、この焼いた骨は大体年６回専門の業

者の収集によりまして静岡の浜松市にござい

ます信栄寺さんというお寺さんですが、そこ

に持っていき埋葬しておるということでござ

いまして、その信栄寺さんでは毎年４月、

11月の第１金曜日に自然サイクル保全事業協

同組合さんの主催によりますところの全国火

葬場動物供養会が実施をされております。住

民の方におかれましても、この信栄寺さんの

ほうに行かれまして、しっかり供養され感激

されたというご意見も伺っております。参考

までに申し上げました。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 詳しい説明のようでありま

すけども、期待外れですね。別に浜松のこと

まで紹介してもらいでもええんですけども、

現施設の構造で無理であるということは事前

調査の中で町長ともいろいろお話も聞いてお

ります。当然揖龍保健衛生施設事務組合火葬

場の条例もあり、平成18年制定されており、

「小動物の収骨はできないものとする。」と

定められておることは重々に承知はしており

ます。 

 そこで、一つは筑紫の丘への小動物、ペッ

トですね、ペットの受け入れの実績というの

は把握されておるんですか。 

 私もちょっと調べておる中で、赤穂市さん

では平成21年で413件の数のうち赤穂市外か

らの持ち込みが130件と聞いております。こ

れは３割を超しております。 

 先ほども一昔前とは異なり、ということを

部長もおっしゃっていただきましたが、時代

の流れというのは急速に進んで変化をしてお

ります。いつも新しいことを提案しようとし

ますと、他市町でもないことを言い出すとす

ごく敬遠されてきておるのがこの太子町の実

態なんですが、この個別火葬は先ほども申し

ましたように、赤穂市も含めて多くの自治体

で行われております。赤穂を初め合併前の実

態は把握して、姫路の福崎斎苑ですか、通称

こうふく苑、こちらは現在姫路と合併されて

から多分姫路は個別火葬は現在なく、年間

6,000体ぐらい焼却されておりますが、昔は

ここでも個別火葬をやられておりました。ま

た、全国津々浦々でもきょう現在も行われて

おります。 

 この条例が制定された平成18年とそれから

５年たったきょう現在とでは全く世の中の状

況も変化しております。少子・高齢化も急速

に進み、子供を産み、育てるという概念も相

当変化してきております。一時期1,300万人

とも言われたゴルフ人口よりもはるかに多い

2,000万人を超す人口がペット人口と言われ

ております。これでいきましたら、五、六人

に一人の太子町民がペットにかかわっている

ことになります。たかが猫、たかが犬ではな

く、何度も言いますように、最期まで愛情を

持って、また責任を持って見届けたい家族で

もあります。これこそがたつの市も“和のま

ち太子”も思いやりと優しさあふれ、住んで

よかったと言えるまちづくりの一歩になるん

ではないでしょうか。 

 先ほどの質問と一緒に再度要望し、再度お

尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでの受

け入れ件数のお尋ねだったと思いますが、筑

紫の丘の動物炉の使用しました数でございま

すが、直近の平成21年度、これは申請者から

受け付けをいたしました数が781、それ以外

にそういった路上等で死んだ小動物が627、

合計1,408体という数字でございます。 

 それから、再度今の状況等を踏まえての対

応のお尋ねだったかと思いますが、繰り返す

ようになりますけれども、すぐさまこの対応

というのはなかなか難しゅうございますし、

その大きなものがやはり構造的なもの、ひい

ては費用面が非常に大きな額になってくると

いうことがあろうかと思いますので、これら

についても、やはり今の住民の皆様の声を聞

きながら、その社会の状況というのは見てみ

たいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 この条例の制定時に、副管

理者であられます首藤町長、当時から副管理

者、制定のときになられておられました。一

言これに関してご意見をお伺いしたいと思い

ますが。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私もそうして動物を飼

うのが好きでございまして、今まで犬、猫、

ウサギ、いろいろと飼ってきました。そうし

た亡くなるという別れのときも何回か直面い

たしましたんですが、反面やはり動物の遺骨

収集というのは逆にいかがなものかなってい

うことを言われる方もございます。 

 そこらやはり今議員がご指摘になられまし

たように、家族の一員という、これは私も同

様でございます。もう朝起きれば一緒にとい

うようなことで、帰ったらまたすぐにという

ような日常生活に欠かせない一緒の生活をい

たしておりますが、その火葬について、この

建設当時はやはりそうした面に費用がどんど

んかかってくるということは大変なことだと

いうようなことで、旧態同然のやり方をやっ

ておったんですが、今後一度調査もいたしま

して、また近隣でそうした個体の火葬がされ

るようなところも調査もし検討はしてみたい

と、このように思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 今町長言われましたよう

に、ペットを飼われてる方すべての方がこの

個別火葬を望んでおられるわけでもございま

せん、当然。それも私も把握しております。

しかし、半分にしても大きな人口ですから

ね。 

 私も、やはり前の犬が亡くなって、うちの

家ではやっぱりきずなになっとんですね。夫

婦間が悪くなったときに、また今の犬の、赤

ちゃんのときはかわいいんですわ、犬もね。

今はもう私ぐらい大きなってしもて、本当に

大変なんですけども。機会があるごとに、町

長からもいいお答えもいただきましたんで、

調査のほうもしていただいたりして、私も

次々と声を上げていきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で清原良典議員の

一般質問は終わりました。 

 次、井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 １番井川芳昭、通告に従い

まして一般質問をいたします。 

 その前に、私ごとでございますが、先日義

理の父が亡くなりまして、町長初め副町長、

総務部長、生活福祉部長、教育長、教育次長

におかれましては、丁重なる弔電または香料

をいただきまして、まことにありがとうござ

いました。この場をかりて改めて御礼を申し

上げます。 

 また、最近ではニュージーランド、クライ

ストチャーチを襲った地震で語学留学のため

に留学されていた多くの専門学生や看護師の

方々など日本人も数多く被災され、英語を学

んで世界で活躍していくという方々がこんな

にも多くおられるんだということを知りまし

て、そのことに対して敬意を表するとともに

自分自身の小さささえ感じております。 

 地震発生から７日ぐらいたっております

が、日本人の方が全員無事に救出されること

を願い、またより一層教育施設の耐震構造と

いうものは本当に人命を左右するものだとい

うふうに痛感いたしました。 

 また、本町の平成22年度の予算で斑鳩小学

校の屋内運動場また石海小学校の東棟の耐震

工事、また23年度の予算では太田小学校南

館、中央と耐震工事も行われるということ

で、本当にこういった工事が迅速で確実な工

事になっていくことを願っております。 

 では、本題に入っていきます。 

 この質問内容で、私も任期ももう最後を迎

えてこういった質問をしとかなあかんと思い

まして、この質問をしました。 

 太田小学校の職員等駐車場、これ幼稚園の

職員の方々も使っておられるんかどうか、そ

の辺までは確認をいたしておりませんが、こ

ういったことの質問なんですが、平成21年度



－60－ 

の予算執行で約7,900万円という形で駐車場

用地を購入して、現在駐車場として使用して

ると思いますが、この駐車場というのはたま

に住民、また保護者の方から本当にでこぼこ

で困るんやと、土ぼこりとかということも含

めて聞くんで、こういった質問をせざるを得

ないというふうに思いまして質問しておるわ

けですが、雨が降ると舗装がされてないんで

水たまりがところどころに発生して泥だらけ

になり、かなり以前から学校職員また保護者

の方が車をとめる際に困っておられたようで

す。 

 これに関しては以前から借地ということも

あったために、地主さんの許可なしに駐車場

を勝手にいらえないというようなことがある

わけですから、そういったことはなかなかで

きにくい面があっただろうと思います。 

 今現在は町有の土地として管理されてると

思うんですが、この土地の現在の所有状況

と、この駐車場の路面状況ですね。また、雨

が降ったときの状況というのはちゃんと教育

委員会また関係の方々は把握されてるんか、

この辺だけお尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 太田小学校関係に

伴います駐車場の早期整備という形のご質問

でございます。 

 冒頭のほうに言われましたように、太子町

の教育部局におきましては、本当に子供たち

の安心・安全という形の取り組みを重要視さ

せていただいて、今耐震化に伴う事業を進め

ているところは十分理解していただいてると

ころかなと思います。その中で、先ほど言わ

れましたようにニュージーランド等でもいろ

んな犠牲も出ております。それの対応は一番

にという形で今事業を進めているところでご

ざいます。 

 ご質問を受けております駐車場でございま

す。これにつきましては、小学校、幼稚園そ

して学童の職員の駐車場、そしてまた太田幼

稚園の通園バスの乗降場所という形で利用さ

れている部分、また太田学童を利用されてい

ます保護者の送迎用の場所という形で使用し

ているところでございます。 

 舗装されてない現状、今ご質問ありました

ように、十分理解しているところでございま

すが、本当に使い勝手が悪く、また迷惑かけ

ていることは十分認識しているところでござ

います。 

 先ほど言われましたように、敷地、21年時

に購入させていただいたんですけども、これ

については今1,542平米の形でございます。

常時利用という形は50台程度が常時駐車して

いるところでございます。若干の余裕はある

んですけど、これは緊急時とか、また用事で

来られた方が使われる部分の空き地になって

いるところでございます。 

 今後の方向としましては、先ほどから言っ

てますように、教育環境の改善という形を第

一に考えておるとこは十分理解しているとこ

ろでございます。そして、要望を受けており

ます整備につきましては、学校教育委員会に

伴います耐震工事が終わる時期に予定を考え

ておるところでございます。 

 その状況の中で、今の対応としましては、

毎年行ってるんですけども、教育委員会、ま

た学校園職員、また保護者の皆さんの協力を

得ながら、毎年数回程度整地作業を行って対

応してるところでございます。完全舗装され

た施設環境がベストでございますけれども、

当分の間は先ほどから言ってますように、従

来どおりの補修で対応させていきたいと考え

ているところでございます。 

 また、現状での使用となりますので、本当

に利用される方々には運転の中で急発進等を

控えていただき、また本当に車だけじゃなし

に路面にも優しい運転を心がけていただくと

いう形で、機会あるごとにお願い申し上げた

いと考えているところでございます。 

 もうしばらく現状での利用で重ねてお願い

申し上げたいというところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 行く行くはやっていただけ
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るというような返事だと思うんですが、この

駐車場、現時点でもまだ借地ということで理

解されている保護者の方、また地域の方々が

おられるんですね。本当にそういったことを

たまに聞かれて、同じような答えを私もする

んですが、またこれ学童保育のことに関して

も親御さんたちが迎えに来られる、冬になる

と早い時間から暗くなって照明もないという

ことで、ここへ雨が降ると、また雨が水たま

りになって、足元よくぬれるんやというよう

なことも聞いて、これ本当に早急に、そんな

難しいことじゃないと思うんで、逆に何が障

害にあるのかなというようなことも思ったり

するんですね。 

 一番大変なことというのは、毎年夏休みの

終わりぐらいに６年生の親がちょっと集まっ

て奉仕作業という形で学校の草むしりである

とか校庭の整備、溝掃除とか、泥を上げる。

その学校の泥を上げたものをその駐車場の穴

ぼこのとこに一輪車かトラックで持ってきて

穴を埋めたりするんやね、その土で。これ毎

年そんなことをやってるんやということを聞

いて、また私も見たりして、無駄なことなん

やね、もう。しかも、夏暑いときに朝から溝

掃除の土をまたそこの穴に埋めて、すぐ雨が

降ったらどろどろになって、またそこの穴が

ふさがれないと。毎年これをやってることが

本当に無駄なことになって、教育委員会の

方、この現場を見られて理解されて、またこ

れを知っておられるんですか、こういうこと

をされてると。溝掃除をしたその土を駐車場

の穴に入れるということを理解されてました

か。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 先ほど来言われて

ますように、ベストの状態が本当にいい形か

と思います。しかしながら、今先ほど答弁さ

せていただきましたように、奉仕作業という

形で教育施設に対しまして、保護者の方々が

十分理解された中で奉仕をしようという作業

が今されております。教育委員会のほうとし

ましても、重機というんですか、路面を削る

機械を持っていかせていただいたし、職員も

何名か参加させていただく中で一緒に対応し

ているところでございます。 

 その中で、そら雨が降れば水もたまること

もありましょう。しかし、そういう方は毎日

毎日じゃないという形はご理解いただく部分

と、今先ほど答弁しましたように、行く行く

はさせていただきたいという形は十分理解し

ておりますので、そこら辺を十分認識また協

力体制にまた後押しをお願い申し上げまし

て、回答としたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 奉仕作業が云々というんじ

ゃなしに、奉仕作業っていうのはやっぱりあ

る程度理解して親のほうもしていかなあかん

ということで、私もそれはせなあかんことや

というふうに理解しとんですけど、毎年毎年

同じことを繰り返して無駄な作業、この力と

時間があるんであればほかのことができるん

やという声もあったりして、そういったこと

で7,900万円ぐらいかけて用地取得している

んですから、それにちゃんと見合ったような

整備の仕方というんですか。 

 今次長も言われましたけども、行く行く考

えるという形で、これどういった形、もう舗

装とか砂利を敷くとかといった具体的なこと

は考えていらっしゃいますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 最終的には完全舗

装が一番ベストかなと思います。 

 その中で、手順またどういう状況に改善す

るかというのは今後考えていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 もう一つの早いことせなあ

かんという理由は、やっぱり整備がでこぼこ

であったりするんで、一台一台の車のスペー

スですかね、ライン引きがされてないんで

ね。先生の方々の駐車場っていうのはもう朝

来られたときにちゃんと真っすぐに並べてら
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れてるんですけど、また今の親ですから結構

厚かましくとめて、１台が厚かましくとめる

とそれがずっとつながって最終的にはもう出

るときには車が出られへんような状態にもな

ったりすることが、ちょくちょく参観日の日

であるとか、そういったことがあって、車の

スペース自体の効率も悪くなってきているわ

けですね。 

 だから、やっていただけるということで、

いろいろとあと言うつもりはございません

が、ある程度保護者に対する思いやりという

ことも含めてね。あのぐらいの面積である

と、私が聞き及んだとこによると、大体

250万円から300万円ぐらいでできまっせとい

うような話も聞きました。だから、用地、そ

のいろいろな附帯工事も積み重なって多少は

要ると思いますけども、7,900万円であった

ら250万円といえば５％以下のお金でできる

んで、あるんですから、早急にこの駐車場整

備を要望いたしまして、私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で井川芳昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 通告に基づき、高齢者の安

否確認は万全かについて質問をいたします。 

 通告を提出した時点で、池田市役所に数字

を確認していたのですが、本日最新の情報を

再度確認しましたので、お答えいただく当局

には既にお渡ししておりますが、通告文書の

数字を一部入れかえてご質問いたします。 

 地域の皆がお互いを見守ることが自然にで

きるような温かく豊かな地域社会になるよう

皆で取り組むことが大切であることは言うま

でもありません。ここでは、行政が高齢者の

安否確認についてどのようなことができ、ど

のような成果を上げているか、どのようにし

ていくべきかに焦点を当てて質問いたしま

す。 

 全国で所在不明の高齢者が相次いで発覚し

た問題を受け、大阪府池田市はつい最近高齢

者の安否確認作業を条例化されました。 

 安否確認の対象となるのは、65歳以上の市

民約２万2,500人のうち、過去１年間に介護

保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険を

利用されなかった約3,500人で、65歳から

74歳の方には地区福祉委員（11小学校区に

600人弱）が、75歳以上の方には民生委員

（177人）が、池田市が年２回情報を提供し

て、高齢者の安否確認をしてもらうとのこと

であります。高齢者本人が不在であったり、

家族が訪問を拒否したりして確認が難しい場

合には、市職員が立入調査できるものとして

います。 

 まず、(1)本町に単身高齢者の世帯は何世

帯あるか。男女別ではそれぞれ何世帯か。ま

た、高齢者のみの世帯は何世帯あるか。子供

と同居していても別世帯にされている方もあ

るので正確な数字は出せないかもしれません

が、もし実数をつかんでおられれば実数で、

つかんでおられない場合は戸籍上の数字でお

願いします。 

 本町では、まほろばの里、聖園に依頼し

て、役場職員でなく、委託先の職員が介護保

険を利用されていない高齢者を訪問し、同時

に安否が確認されております。また、民生委

員も地域の高齢者等を訪問し相談に乗り、そ

の結果、安否確認もなされていると思いま

す。 

 (2)池田市が年２回安否確認をするとされ

ているのに対して、本町では現状としてどの

程度の頻度で確認がなされていることになっ

ていると想定されるか。一概には言えないか

もしれませんが、お答えいただけるとありが

たいと思います。 

 本町では、介護保険の説明は年１回、民生

委員の訪問は人によって、また地域によっ

て、さらに状況によってさまざまであるよう

ですが、高齢者の安否の確認は本町において

十分にできていると言えるでしょうか。 

 (3)介護保険の説明に行っても会えない場

合、どのように安否を確認されていますか。 

 さらに、(4)本町では安心見守りコール事

業もなされていますが、それが実際どのよう
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に活用され、年間何件ほどどのような通報が

なされておりますか。 

 トータルとして、本町の高齢者の安否確認

は十分と言えますか。現在の体制以外に何か

方策はありますか。 

 また、高齢者でなくてもひとり暮らしの町

民には１人でいて突然トラブルになることが

ないとも言い切れません。高齢者に達してい

ない年齢の町民で単身の世帯は何世帯ありま

すか。男女別ではそれぞれ何世帯ですか。こ

のような方がどれくらい本町におられるか、

参考までにお知らせいただきたいと思いま

す。住民票を太子町に移されていない方もお

られると思いますので、戸籍上でわかる数字

で結構です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、単身高

齢者の方の世帯数でございます。直近の１月

末現在で507世帯でございまして、男女別で

は男性が111世帯、女性が396世帯でございま

す。 

 これは、民生委員さんの作成された福祉票

から拾い出しておりますので、実数に近い数

値というふうにご理解いただいたらと思いま

す。 

 それから、高齢者のみの世帯数でございま

すが、これは住基のほうから拾い出した数字

でございますけれども、2,349世帯でござい

ます。 

 それから、第２番目のご質問でございまし

たんですが、高齢者の方の安否確認が十分か

といったことでございますけれども、もう既

に議員さんのほうもあらかじめお調べになっ

てることと思いますが、介護保険制度により

ますところの介護認定を受けていない方への

全戸訪問、それから安心見守りコール事業、

ご質問の中にもございましたが、この事業に

よりますところの電話による毎月１回の安否

確認、さらには77歳以上の方につきまして

は、毎年「敬老の日」において長寿祝金の関

係でございますが、これを直接お渡しをする

という形で確認を行っております。 

 また、民生委員さんのほうの活動につきま

しては、日常からやはり特にひとり暮らしの

方、また高齢者のみの世帯といったことを中

心に訪問をしていただいております。また、

その民生委員さんの訪問時には社会福祉協議

会の各種サービスの提供、例えば誕生日お祝

い金とか年末ふれあい弁当とか、そういった

各種サービスの提供を伴っての訪問をしてい

ただきまして、高齢者との親交を深めていた

だいて、孤立化を防いでおると。 

 ちなみに、民生委員さんの訪問活動記録、

これも活動記録の集計からひも解きますと、

平成2 1年中でございますが、訪問回数

8,284回を数えておりまして、お１人当たり

月平均12.5回訪問されておるという数字が出

ております。 

 それから、３点目でございますが、介護保

険の説明に行っても会えない場合の安否確認

でございますが、これは職員が、地域包括支

援センターの職員でございますが、直接当該

の方のところへ訪問をいたしまして会えませ

んですと、ご近所等々の方からの情報を収集

をするとともに他の機関との照会等々で追跡

調査を行いまして確認をしております。 

 昨年、所在不明高齢者の問題が全国的な問

題になりました際にも、本町はちょうど９月

敬老の日がございましたんですが、その前

後、こういった作業を行いまして、本町にお

きましては77歳以上の方については全員所在

確認をしまして、安否の確認をしておりま

す。 

 それから、４点目でございますが、安心見

守りコール事業のお尋ねでございます。 

 この直近の１月末現在で118名の方につい

て、端末を設置しておるということでござい

まして、今年度当初から１月末現在までの通

報件数につきましては16件を数えておりま

す。その内訳でございますが、救急搬送要請

が11件、救急搬送以外の搬送が４件、搬送な

しが１件でございます。この緊急要請以外の

相談件数でございますけれども、健康状態等

の相談が中心でございますが、131件でござ
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います。 

 また、月１回受信センターからお伺いコー

ルとして安否確認を行っておるということを

言いましたんですが、本年度は１月末で

2,094件行っております。 

 これらのトータルで安否確認が十分かどう

かというお尋ねがあったかと思いますが、こ

ういうそれぞれの角度から確認を行っており

ますので、安否確認につきましては一応十分

と。また、それは見方によりますと十分でな

いという見方もするわけですけども、今本町

が行っている内容につきましては十分かと考

えております。 

 それから、５番目で高齢者以外の単身者の

お尋ねがあったかと思います。 

 これは住民基本台帳等のほうから記載され

ておる数字を引っ張ってきておりますが、男

性世帯で1,033世帯、それから女性世帯で

545世帯、合計1,578世帯という数字をつかん

でおります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今のご答弁で、少し早口で

聞き取りにくかった部分があるので、それを

確認させていただきますが、３番目の介護保

険の説明に行っても会えない場合は職員がと

いうのは、どういう職員が行ってると言われ

ましたかという点と、それからこういう方が

あられるのかどうなのか心配なんですけれ

ど、事情によって住所を明らかにしたくない

人で高齢者がおられた場合、住民票を太子町

に残したままどこかに行かれているとか、そ

ういったような方はおられないんでしょう

か。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、早口で

ということでしたんですが、地域包括支援セ

ンターの職員、すなわちさわやか健康課の職

員でございます。 

 それから、住民票だけで実際おられないと

いったようなケース等々どういった対応がと

いうことでございますが、先ほども申しまし

たように、昨年ああいった全国的な問題もご

ざいましたものですから、これはご近所の情

報等を集めまして、いや実際そういう方は見

たことがないとか、いやそういう所在はあり

ませんといったケースも中にあったように思

いますが、実態として調査をして、直接本人

に会えないケースでも、やはりご近所からの

情報で確認をいたしておるというところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 そういう場合にご近所に聞

かれたり、また先ほどほかの機関ともという

ようなこともたしか言われてたと思うんです

けれども、実際に確認できない方というの

は、確認できない、本当にこの方がここにお

られて元気というか、体の調子は悪い人もお

られるかもしれませんが、ここにいらっしゃ

るという確認ができてるんですか。それと

も、そうでなく確認できていない人もやはり

何人かおられるんですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） すべて77歳以

上の方については確認を済ませております。 

 本町内におられない方も恐らくというん

か、多いのがやはり町外の病院もしくは介護

施設に入所されておるというケースがほとん

どであったということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それから、端末を設置して

安心見守りコール事業をということで、設置

されてる方の情報は入ると思うんですけど、

設置、それは行政の立場にしたら、それは住

民が言ってきたったらするのだとお答えにな

るのかもしれないんですけれども、ほかにも

設置されたほうがいいような方がおられたら

困ると思うんですけれど、その辺については

いかがですか。何か対策というか、広報に書

くとおっしゃるのかもしれませんが、そうい

うセーフティーネットといいますか、そうい

うことについては何かお考えというか、思い

やりというか、おありでしょうか。 
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○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この安心見守

りコール事業につきましても、一方的に申請

を待っておるというものでもございません。

こういった単身世帯の高齢者の方等中心にし

まして、地域の民生委員さんの方とも事前に

話がされておりまして、この方については必

要だろうといったことで、こちらからお勧め

をするというケースがほとんどかと思ってお

りますので、この事業につきましては、今の

状況といいますか、地域民生委員さんとの協

働での日常の訪問といいますか、状況から判

断をして、こういったことの機械設置という

ことについては特に問題があるとは思ってお

りません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 わかりました。 

 かなりの精度といいますか、深さで、本町

はこの点できているんだなと私もこれ調べま

して思っております。しかし、なお一層そう

いう点に今後も注意を払っていただきたいと

思います。 

 それで、お一人で暮らされていてお亡くな

りになられて、それがすぐにでなくやはり後

でわかるということもどうも本町でもあるや

に聞いております。実際完璧にそういうこと

がなくせるかどうかというと難しい面もある

んですけれども、そういう不幸な場合もあり

ますので、高齢者また高齢者以外でもお一人

でお暮らしの方がいるんですが、そういう方

たちの安否確認に今後も心を砕いていただき

たいというふうにお願いをいたしまして、質

問を終わらせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ３番公明党の中島貞次でご

ざいます。 

 この４年間、第１年目の９月以来、毎回の

ように定例議会におきまして一般質問をさせ

ていただいております。その間には、行政側

当局にとっていろいろ難しい問題もあったり

して実現できないものもありましたが、ただ

いろんな要望の中から多くのものが実現でき

まして、大変感謝申し上げております。つい

最近も、脳脊髄液減少症の支援の方からもお

電話をいただきまして、太子町の公式ホーム

ページで掲載していただきましたという感謝

の声が届きましたので、ご披露しておきま

す。 

 まず、通告に従いまして質問させていただ

きます。 

 １点目ですけども、先ほどからいろいろ独

居老人等高齢者世帯のことが問題にされてお

りますが、シルバー交番設置についてでござ

います。 

 12月定例会におきましても、ひとり住まい

の高齢者問題を質問させていただきました

が、そういう高齢者の安否確認から生活支援

やその他健康相談に至るまでのその地域の高

齢者関連の業務を総括する365日24時間運営

のワンストップサービス提供のシルバー交番

の設置を検討してはどうかということであり

ます。これは既に当局として調べておられる

と思います。これは東京都が設置したシルバ

ー交番であります。 

 当然いろんなサービスを24時間365日受け

られるということで、高齢者が健康で自分ら

しく暮らせる社会を目指す、そういう施策の

中で高齢者の生活を支える地域ケア体制を整

備しますという東京の一つの方針なわけで

す。 

 これについて重複しますが、その辺の高齢

者対策についてのお考えをお尋ねいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） シルバー交番

につきまして、今中島議員さんのほうからも

ご紹介ありましたように、東京都が2010年度

から事業ということでございまして、２中学

校区に１つの設置を目安としまして、居宅介

護事業所等に社会福祉士と事務職の２名を配

置し、初年度は15カ所を計画、以後順次拡大
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していくといった内容のものを私も入手をい

たしました。その中身につきましては、今議

員さん言われたとおりでございまして、本当

に福祉・介護版の交番のお巡りさんという感

じがいたしております。 

 この東京都の背景でございますけれども、

高齢者世帯の増加ということがございまし

て、これはもう東京に限らず全国的な傾向か

と思いますが、特に都市部においては顕著で

あるというふうに思っております。地域社会

とのつながり、支え合い感情が希薄といった

ところに大都市独特の状況がございます。 

 さらに都会のほうでは、高度成長期に本当

に大規模団地といったことがたくさん建設を

され、ところがそこが高齢化によりまして都

市部に出現した限界集落といった表現が使わ

れておりますが、そういった状況というのが

本町にないような状況がございます。 

 今現在地域コミュニティーの再生と、また

住民による支え合いといったことで本町も緩

やかな支援というような形をとっております

が、大都市のほうではそういった緩やかな支

援ではもう間に合わないという状況下にあっ

て、今回東京都のほうがこういった事業をや

られておるというように思います。 

 状況が違うというようなこともございまし

て、本町ではシルバー交番といった設置につ

いては考えてはおりませんが、将来を見据え

まして参考にすべき事業かなという思いでお

ります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ご説明いただきありがとう

ございます。 

 このシルバー交番のポイントとしての基本

機能としては、先ほど言いました、まず24時

間365日対応すると。それから、当然本町で

も行っておりますが、高齢者への訪問活動。

それから、高齢者情報の一元的収集、把握、

管理、共有化。そして、介護保険外サービス

を含めた提供体制のコーディネート。それか

ら、緊急時対応、安否確認と。 

 今申しました５つの中では、本町におきま

しても実施されているのが多々あるわけであ

ります。訪問活動も積極的にされておられ

る、緊急時の対応もされております。介護サ

ービスについてもされておられると。私が一

番この中でぜひとも進めていただきたいとい

うのが、３番目に言いました高齢者情報の一

元的な収集、把握、管理、共有化と、こうい

う意味でのシルバー交番の設置ではないか

と、そういうふうに考えております。 

 お互いに民生委員さんなり、介護の地域の

支援センターなり、いろいろ情報は共有され

ておられると思います。それを一つの、ここ

ではシルバー交番という仮称になっておりま

すが、その中で高齢者に関する情報を一元的

に管理して、情報に努めていくというふうな

感覚で私はとらえておるわけであります。そ

れについて、例えば社会福祉士さん、あるい

は介護福祉士さんとか、いろんな資格を持っ

ておられる方等、あるいはケアマネの人、あ

るいは緊急に対応するためのある程度看護師

さんの資格を持ったような人等、そういうふ

うなある程度対応できる人が中心になっての

相談窓口というか、そういうのがあったら、

たとえひとり暮らしでなくても今は夫婦の高

齢者世帯、単独世帯もありますし、そういう

意味で何かあったときの相談としてできるん

ではないかなと、そういうふうに考えた次第

であります。 

 一つの例としてあるんですけれども、息子

さん夫婦と同居されている方のお年寄りがお

られます。当然一つの例です。息子さん夫婦

は昼間共働きでいない。だから、そのお年寄

りが、この場合82歳の方が昼日中１人でおら

れると。食事づくりで火を使うのが不安であ

るとか、息子夫婦が不在の時間帯が不安であ

るとか、それから要介護ではありませんが心

臓疾患があったとか。そういうような場合に

シルバー交番の制度を使いまして、実際に本

人と、この場合息子さん夫婦と同居されてお

りますが、直接訪問して、息子さん夫婦とも

いろいろ話し合いをし、聞き取りをし、その
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状況を確認しながらしていくと、そういうふ

うな例もあるわけです。 

 そしてまた、単身でひとり住まい、男性

74歳、要介護１という方の例があるんですけ

れども、地域で外出や社会交流を希望してい

ると、高齢者デイサービスになじめない、集

まる場所の情報もないと、閉じこもりがちに

なっている、何かよい方法はないかと相談が

あったと。シルバー交番としては、自宅に訪

問して本人と面談した、ケアマネジャーと情

報交換し、希望に合うデイサービスを検討し

た、同意を得てボランティア団体にも情報提

供をした、見守りネットワークに登録を勧め

たと、こういうふうにしてシルバー交番は適

切な状況の把握で必要な情報提供で、例えば

１人の方の孤立を防止したというふうな取り

組みが一つの例として載っているわけであり

ます。お年寄り、高齢者の方に対するいろん

な支援を今後いろんな意味で考えてみてはど

うかということであります。 

 あと12月の定例会でちょっと提案させてい

ただきました安否確認センサーですか、それ

についてはなかなか厳しいと、だが今後検討

していくという話もありましたが、そういう

意味で今後のそういう高齢者に対する支援の

取り組みを最後にお聞きいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 高齢者支援の

取り組みのお尋ねでございます。 

 これらの問題につきましては、地域包括支

援センターのほうでこれまでのところは総括

的にそういった支援も含めましてあらゆる角

度でもっての窓口ということで対応をいたし

ております。 

 中では、365日24時間という取り組みとい

ったことで、お一人お一人の情報の一元化を

した上でこういった基地的な体系をとっては

どうかという、今回のご質問の中身かと思い

ます。 

 これらについても、やはり高齢者の支援問

題については、これからもどんどんどんどん

状況というのが厳しくなる状況でございます

ので、常にどういった支援体制がいいのかと

いうのは検討しなければなりませんので、今

回のことにつきましても、状況等に合わせて

考えますと、東京都のシルバー交番というの

は本町にはすぐさま設置というのは考えにく

いんですけれども、そういった今お尋ねの情

報の一元化等々につきましても、やはり地域

包括支援センターのほうでよく検討するよう

にというふうに私は思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今後ともよろしくお願いい

たします。 

 それでは、２点目に移らせていただきま

す。 

 広域化の助け合い事業についてでございま

す。 

 たつの市と揖龍保健衛生施設事務組合や揖

龍地区農業共済事務組合がありまして、単独

市町での取り組みが難しい場合に広域で連携

して相互補完し合う、協力しながら取り組む

システムが考えられているというか、今あり

ます。 

 その中で、これも地域の方からご相談を受

けた内容なんですけれども、高齢化が進み、

また年金生活の暮らしの中で葬祭費の捻出に

苦労されるお年寄りもおられると。たつの市

で実施されているような安価で葬祭葬儀用具

貸し出しのシステムを取り入れられません

か。 

 ２点目は、今後、後期高齢者医療制度のよ

うに広域で営む事業が増えると思いますが、

その見通しについてお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

でございます。 

 葬祭用具等の貸し出しにつきましてです

が、これは以前にも同種のご提案がこの意見

の中でもございました。 

 祭壇一式の費用とか、管理に伴う運営経

費、またこの業務にかかわります人件費が相

当かかるというようなこともございまして、



－68－ 

また一方、今の現状を見ますと民間事業所、

民間業者さんが既に町内においてももう２軒

ございますし、またこの太子町を取り巻く近

隣におきましてもかなりの事業所がございま

す。これらの事業所との競合といった問題も

ございました。また、この貸し出しというシ

ステムをとりますと、どうしても葬家のほう

で会場設営また司会者の人選、またその式の

運営といったことについて、ご近所の方の協

力が不可欠というようなこともございまし

て、今日の現状の社会情勢を見ますと、町が

こういった直接的に安価で貸し出すというの

は難しいというのは以前のご質問にもお答え

をいたしました。 

 このたびの中島議員さんからのご提案でご

ざいますけれども、同様の回答になるという

ことでございます。 

 それから、２点目でございますが、この広

域で営む事業の見通しということでございま

すが、今のところ健康保険の関係が取りざた

されているのはご承知かと思います。既に後

期高齢者医療制度につきましては、兵庫県下

の市町で広域連合が形成されまして運営をさ

れておりますけれども、国民健康保険におき

ましても現在都道府県を保険者とする案ある

いは広域連合方式といいますか、広域化とい

ったことが国において検討されております。

この新制度につきましても、改革会議のほう

で最終取りまとめがございます。それにより

ますと、後期高齢者を国保やほかの被用者保

険に戻した後に最終的には全年齢を対象に都

道府県単位の財政運営を目指すということが

明記をされております。 

 この第１段階の後期高齢者を国保また被用

者保険に戻す制度改正におきましても、現在

の国政の状況から平成25年３月と言っていた

のが平成26年３月、１年延長といいますか、

遅れるという見通しが出されております。そ

の後の国民健康保険に係る広域化につきまし

ても、なかなか順調には進まない状況にある

のかなという見通しで持っております。 

 いずれにしましても、太子町国保の財政状

況を考えますと、本町に限らず、町単で運営

をしていくのが非常に困難というのが、厳し

い財政状況が否めないわけでございますの

で、広域化によります財政運営でもって効率

化が図れるということが大きく我々も期待を

しておるというのが現状でございまして、

国、県の今後の動向を注視をしていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 まず１つ目ですけども、葬祭葬儀用具の件

でございます。 

 た つ の 市 で は 、 祭 壇 の 使 用 料 １ 万

2,000円、自動車の使用料１万円、ひつぎが

大人用8,600円、その他葬祭用の消耗品

3,800円、トータルいたしますと３万4,400円

で済むわけです。これはたつの市営のそうい

うあれですけれども、ところが民間のこれだ

けのものをそろえますと数十万円になってし

まうということが現実なわけです。 

 例えば夫婦で高齢者でお年寄りで年金生活

されてると、片方が亡くなりますとよほど息

子さんとかそういう親類の関係の手助けがな

い限りお葬式で数十万円をかけるというのは

現実問題として不可能なわけです。そういう

せっぱ詰まった町民の方からのご要望なわけ

です。もし相方が亡くなったらどうしよう

と、そのまま出そうという葬儀ができないと

いう方も現実におられるわけです。 

 １つ私が考えますのは、たつの市との事務

組合におきまして、揖龍保健衛生施設事務組

合があるわけです。その中には当然火葬場も

含まれているわけですから、その中でたつの

市さんと話し合いを進めてもらって、一部事

務組合の中で葬祭葬儀の貸出システムはでき

ないものか、そういうふうに考えますが、そ

の点いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 組合でどうか

ということでございますが、現在たつの市さ

んのほうでは実施をされております。 
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 本町においては、今先ほど申しましたよう

な理由でもってなかなかシステムどおりとい

うのはできないということでございますが、

それを組合ということでありますが、特段の

これまで組合内で話をしたということもござ

いませんので、一度幹事会等々でお話をさせ

てもらうのはやぶさかではございませんが、

導入となりますと難しいんではないかという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 一度そういう話をしていた

だけたらなと、そういうふうに考えておりま

す。 

 また、広域で営む事業に関しては、今後国

保の関連がこれからあるというふうな可能性

があるわけです。ですから、県内だけ見ても

兵庫県の北部等へ行きますとかなり一つの町

だけでは財政状況が厳しいところもあります

し、兵庫県だけで見ますと裕福な市町もある

わけですが、それぞれにおいて単独でいろん

な事業を起こす場合に、特に保険制度なんか

は厳しいというのはあるわけです。その中

で、現在後期高齢者で今後国保もというふう

な話ですが、今後いろんな分野である程度、

例えば揖龍で一部事務組合のような形とか、

兵庫県全体の広域とか、隣の姫路市さんと何

かのそういう事業を協力しながら一部事務組

合的なものでやっていくとか、そういう流れ

がどうしても出てくるんではないかなと、そ

ういう考えで今回質問させていただきまし

た。 

 そういう意味で、具体的には今国保の話が

ありましたが、今後そういう広域で行うとい

うことについて、最後にまとめの答弁をお願

いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 広域でという

のは、特に今府県段階でも広域の話が近畿を

中心にも出ております。いろんな地域の構想

が出ておると。この全体を通してということ

でございまして、私のほうからといいますの

は、やはり福祉面中心でございますので、他

分野もあろうかと思いますけれども、やはり

これも今地方制度をめぐっての外枠といいま

すか、概要の中でいろんな議論がされており

ますので、そういったことをよく注視をして

いきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 この問題はあと道州制の問

題とかいろんな問題にも今後絡んでいくと思

いますんで、またいろいろ町内でも検討のほ

どよろしくお願いします。 

 続いて、３点目に移らせていただきます。 

 地方自治法の改正についてであります。 

 今国会に政府が提出準備をしている地方自

治法改正案について、その中には１、議会と

長、いわゆる首長との関係、２、住民投票制

度の創設、３、国等による違法確認訴訟の創

設など６分野があると思われます。その改正

案について、町の見解と今後自治法改正案が

成立すればどう取り組もうと考えているの

か、その辺の答弁をお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 地方自治法の改正

についてお答えいたします。 

 地方自治法の改正につきましては、国会等

の混乱を受けて昨年の第174通常国会に提出

されました改正案もいまだに継続審議の状況

にあります。 

 ご質問の今国会に提出予定の改正案につき

ましても、成立見通し、また詳細な内容が不

透明な状況にありますが、総務省のホームペ

ージの情報を見ますと、地方議会の活性化、

議会と長の関係の明確化、直接請求制度の緩

和、また住民投票制度の創設、国等による違

法確認訴訟制度の創設、一部事務組合・広域

連合等の効率化、この６項目について改正が

予定されております。 

 町としましては、総務省の地域主権戦略会

議の工程表に沿って平成22年１月から総務大

臣を議長とする地方行政検討会議で検討さ

れ、現時点で早急に制度化すべき内容として
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取りまとめられました改正法案でございます

ので、その内容を十分に尊重していきたいと

考えております。 

 成立後の取り組みについてのご質問であり

ますが、法律の施行期日に従い、個々の項目

ごとに必要な準備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今総務部長よりいろいろ説

明がありました。 

 もう少し主なポイントをわかりやすく説明

いたします。 

 まず、地方議会は定例会、臨時会の区分を

設けずに通年の会期とすることができる。 

 ２番目として、議長などが臨時議会の招集

請求をしても首長が招集しないとき、これは

よそのとこであったんですけども、議長が臨

時議会を招集できる。 

 首長の専決処分は、副知事、副市町村長の

選任を対象外とする。これは我が町とは関係

はないんですけども。 

 ４番目、議会の解散、解職請求に必要な署

名数の要件を緩和する。これも太子町と余り

関係ないんですけども、例えば有権者16万か

ら40万人は６分の１に、有権者数40万人を超

えるところは10分の１に緩和するということ

です。 

 それから、大規模な公の施設の設置につい

て、住民投票に付すことができる。これは住

民投票制度です。住民投票で過半数の同意が

得られなければ設置はできない。 

 ６番も余り太子町と関係ないかもしれませ

んが、国が自治体に違法の是正要求をしても

応じず、その自治体が国地方係争処理委員会

への申し立てもしない場合、国は訴訟を起こ

すことができるというふうなことです。 

 今後この地方自治法が改正されれば、それ

に応じて今後取り組んでいくということであ

ります。 

 私は考える点は一つありまして、要は住民

が主役の地方自治だというのが一つの、いろ

んなテーマがあるんでしょうけども、私は住

民自治が、住民が主役の地方自治だというふ

うに考えております。そして、それゆえに住

民投票制度が大都会、大都市部ですけれども

緩やかになっているということです。 

 そういう意味で、あと長と議会の関係のあ

り方も地方議会といいますのは二元代表制に

よることであります。その中におきまして、

相互の役割を全うすべく建設的な議論を行う

観点から再議等を活用すべきではないかとい

うふうな提案もなされておるわけでありま

す。 

 ですから、今後行政と議会のあり方がこの

地方自治法改正によりまして、さらに一歩深

く明文化されていくと思いますんで、今後と

もまたよろしくお願いいたします。 

 地方自治法改正につきましては、非常に難

しい内容なんでこの程度しか質問できません

が、よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） まだ改正案の法案

というのは提出されておりませんので、そう

いう状況の中でお答えするわけですが、個々

にご質問いただきました。ちょっとかいつま

んでというんか、地方議会の活性化のうち、

一応議会も条例により通年会期を選択できる

というその方向ですが、これにつきましては

サラリーマンや女性などの幅広い層の住民が

議員として活動できるようにするために定期

的、予見可能な形で議会の開催が改正案の趣

旨でございます。 

 その選択に当たっては、地域の状況に合わ

せて住民との協議が必要であります。また、

開議の手続、専決処分、出席義務の必要性、

また一事不再議の例外的措置、また一定期間

内の議案審議のルール化など、種々検討する

必要があろうというふうに考えております。 

 それと、議会と長との関係の明確化、これ

二元代表制のもとでのという話でしたが、再

議制度についてちょっとご意見を述べられま

した。一般再議をすべての議決事件に拡大、

収支不能再議の廃止等の方向であります。こ

れについては、執行機関としての責任を果た
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すために法案どおりに取り組む方向がござい

ます。 

 それと、住民投票制度の創設についてのご

意見がございました。これについては、法律

指定事項についての条例で定めるところによ

り住民投票に付するという方向であります。

この内容につきましては、大規模な公の施設

の設置が対象とされておりますので、その条

例整備等に取り組む考えでございます。 

 また、国等による違法確認訴訟制度の創

設、国等の是正要求に対して必要な措置をし

ないときは提訴が可というその方向でありま

すが、これについては町においては取り組み

事項はないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） この際暫時休憩しま

す。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時55分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 中島貞次議員、一般質問を続行してくださ

い。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ４点目についてお伺いしま

す。 

 県の体育協会の廃止についてということ

で、兵庫県の行革によりまして体育協会が廃

止されるのではないかというふうな見通しと

聞きましたが、太子町との今後の影響、その

対策についてお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） ご質問の件でござ

いますけども、現在財団法人兵庫県体育協会

を廃止されるとは聞いておりません。 

 今ご質問の冒頭に言われましたように、兵

庫県では第２次行財政構造改革推進方策（第

２次行革プラン）によりまして行革の取り組

みを推進されております。その中に、公益法

人制度の改革に伴いまして、公益法人制度改

革関連法案に基づきます対応としまして、今

ご質問を受けております体育協会も新制度に

伴います移行が平成25年11月までには移行さ

れる予定と認識しておるところでございま

す。 

 先ほど言われましたように、組織はなくな

らないという形で、移行に伴います組織とい

う形で今後続かれるものと判断しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 兵庫県の行革でそういうこ

とを小耳に挟んだものですから、ちょっと勘

違いいたしました。 

 体育協会は広域の財団法人へと平成25年

11月までに移行するということは今お聞きし

ました。 

 要は体育協会といいますのは、学校給食事

業における児童・生徒の健康増進、食育支援

と民間活用を通じた運営の効率化を推進する

というのが今後の基本の改革の基本方向と、

３点の中でそういう一つがあるんですけれど

も、実際太子町におきましても体育協会は兵

庫県の学校給食総合センターを兵庫県の学校

給食・食育支援センターに改編して、地産地

消の取り組みも含めた食育推進の取り組み支

援とか市町のニーズに応じた安全・安心な学

校給食物資の安定供給に事業の重点化を図る

というふうなことで、今後の学校給食事業の

推進と運営の効率化を図っているということ

は改革の中でお聞きしました。 

 ですから、そっからちょっとこちらで勘違

いしまして、廃止されるということではなか

ったということで、ですからそういう給食に

おける体育協会とはさらに一層今後もつなが

りがあるということで、もし廃止されるんで

あれば、学校給食のいろんな食材を一括して

購入するルートが消えてしまうなということ

を心配したものですから、そういう点でちょ

っとお聞きしたわけです。 

 最後に運営の効率化の中であわせて食材購
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入や配送システム等での民間活用など、引き

続き運営の一層の効率化を推進するというこ

とで、兵庫県の体育協会のほうからホームペ

ージで兵庫県の一つの方針として出ておりま

す。また、今後も学校給食の安全・安心に対

する取り組みをまた体育協会と連携しながら

よろしくお願いしたいと思いますので、最後

にその決意だけお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 先ほど答弁させて

いただきましたように、組織的には従来変わ

らないという形の内容でございます。 

 その中で、今言われてます教育委員会とし

ましては体育協会という形の関連団体の一員

でございますので、そのスポーツ面での振興

につきましてもそうでございますし、先ほど

言われてます給食センター等も体育協会が運

営しております支援センター等のつながりも

今までどおりと変わらなく継続しながら学校

給食の普及、充実の推進に図ってまいりたい

という形の内容でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。今

後ともよろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終了いたします。ありが

とうございます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に従いまして、一

般質問を行います。 

 最初に、国保、介護、後期医療等の制度見

直しへの取り組みについて伺います。 

 この件については、再三本席で言っておる

わけでありますが、先ほどの質疑の中でも国

保の場合の広域化を期待するとか、こういう

ような答弁をしておりました。しかし、それ

がどういう結果をもたらすか、また住民にと

ってどういうことになるかということが極め

て大切であり、重要であります。 

 国保の広域化といいますのは、きめ細かな

保険行政をしにくくいたします。また、住民

の声がそのために届かなくなることは火を見

るよりも明らかであります。同一の世帯で

別々の保険に強制加入をさせる、また保険料

を負担させる後期高齢者医療制度、これの定

着をもくろんで世代間の対立を増幅させるよ

うなことになるわけでありますから、そうい

うことをさせない取り組みが必要でありま

す。 

 また、介護保険も来年度（2012年度）が見

直しの年であります。見直しを前に取りざた

されたり方針化しようとしてしているのが、

要支援の１、２を初めといたしまして軽度者

等を保険給付から外すことにしようと、こう

いう動きであります。こういうことがまたな

いように求める必要があると考えます。 

 これらの取り組みと、本当に住民が安心し

て医療や介護が受けられるように一般行政施

策としてもそれを補完する、こういうことが

大事であると、このように考えます。対応等

について説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先ほどの中島

議員さんのご質問の中にもございましたよう

に、後期高齢者医療制度につきましては種々

問題等があるということで、国の改革会議の

中で最終取りまとめの中にも盛り込まれてお

りました。この後期高齢者の医療制度は、も

う国保や被用者保険のほうに戻すということ

が打ち出されております。 

 この最終取りまとめの案といたしまして

は、都道府県が行う事務は財政運営と標準保

険料率の設定というところとされておりま

す。資格管理また給付事務、保険料率の決

定、賦課徴収などの多くは市町村に残るとい

うことでございまして、現行と大きな枠とい

うのは異なるものではございません。 

 この医療保険制度の根幹にかかわる制度改

正につきましては、国の施策ということで行

われております。国が最終的な医療保険制度

の責任者ということから行われておるという

ことでございます。 
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 本当に今毎日のように報道されております

けれども、社会保障と税制の一体的議論とい

う中で、今国のほうで議論が起こっておると

いうことでございます。この一般行政施策と

して補完という桜井議員さんからのお尋ねで

ございますけれども、本当に国としてのこの

制度ということでございますので、国、県の

動向を注視してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 介護保険につきましても、次の第５期の介

護保険事業計画というのが迫っております。

来年度の計画策定に合わせまして見直しが行

われるわけでございますけれども、これも今

介護部会の報告書を見る限りは一部やっぱり

負担増というのはどうしても出てくると。給

付サービス費の増加というのが年々４％台で

増えておりまして、そのまま当てはめますと

介護保険料が月5,000円を超えるということ

でございまして、それについては介護部会の

報告会も慎重姿勢をとられておりました。 

 この辺の、本当に負担と給付というのがど

うしても下げられない状況でございますの

で、それらもこの第５期の計画策定にはやは

り今言われますように介護を必要とする人が

必要な介護を受けられるという一つの基本と

いたしまして、要支援者、また軽度要介護者

の方々の状態が維持、改善をするという効果

的な介護保険の給付が提供されまして、介護

サービス利用者の負担の急激な増とならない

ような、そういった事業計画の策定に取り組

むということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 特に私は社会保障っていう

のをここでも言っておりますけど、実際には

町の取り組んでいることはそういう立場では

なしに、また国のほうもこれを忘れてという

ことになりかねない。 

 というのは、国民健康保険法そのもの、こ

れは昭和33年に国民が等しく医療が受けられ

るようにということで皆保険という形で導入

をされた法律でありますが、この法律に基づ

きましても、その認識に立っていないと思う

んです。といいますのは、普通の保険のよう

な認識に立っとる限りにおいては、国もまた

地方もこれは保険だからと絶えず町などが繰

り返しているのはそこであります。 

 国民健康保険法は、ご案内のとおりなんで

すが、国民健康保険事業の健全な運営を確保

し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄

与することを目的とすると、明らかにしてい

るわけですね、法律上の目的に。だから、そ

のことを忘れては決してならない。保険、保

険ということで、他の保険と同列視すること

は許されるものではありませんし、基本的に

は社会保障制度としてこれがあるということ

について、どういう認識に立っとうか、再度

説明を求めておきたいと思います。 

 それで、特に一般施策ということを私は言

っておりますが、国保、介護、後期医療、特

に後期医療制度を先送りをしても残そうとす

る、そういう根底には、今多くの自治体で国

民健康保険を運営するに当たって今まで保険

料や保険税を課して、そして積み立ててきた

ものを取り崩している自治体ももちろんあり

ます。それから、そういう基金を取り崩し

て、これまでに運用に使ってきている自治体

もあります。 

 しかしながら、この皆保険のもとでの加入

者、被保険者の実態からして国保を支援する

ことが大事であるということで、せんだって

は赤穂市で１世帯当たり１万円を引き下げ

る、そういう方向が出されておるのも事実で

あります。 

 本町の場合は、一般会計からの繰り入れを

渋る、これがこれまでにも何回も見られてい

るわけでありますし、その根底には社会保険

保障という視点がなくて一般保険のように認

識していることにあると思うんですが、だか

らそれについての見解を正しているわけであ

ります。 

 その言い分としては、国保だけ支援するこ

とは他の納税者、子育て段階の組合健保とか

協会けんぽあるいは共済組合などとの関係で



－74－ 

いかがなものかという言い方です。それはき

れいに見えますけれども、今の後期高齢者医

療制度が長寿医療制度というふうに呼び名を

変えざるを得ない、そういうものと同じよう

に現役世代との対立を、また同一世帯でもそ

の対立を生み出すような、そういうことで国

民を分断する、そういう中にあると思うんで

す。本町の姿勢も同じだと、同じだから批判

しよんです。また、その立場をはっきりと住

民あるいは被保険者、加入者の立場に立つべ

きだと、このように考えるんですが、その点

いかがか。 

 それから、介護保険もこれまでの政府並び

にあちこちでやってることというのは、軽度

者をこの制度から切り離してしまうと、こう

いうようなことになっていることはもう間違

いないことであります。そういうことになら

ないように本町が取り組むことがそれぞれの

安心して暮らせる基盤をつくるということに

なるはずです。 

 そういう点から、このような取り組みを起

こさないと、制度が決まってしまってからで

は遅いわけです。なぜ後期高齢者医療制度が

ここまでうろうろするかと言うと、やっぱり

国民的批判があるからです。やっぱり自治体

自身もそういう立場で取り組まないと、どん

どん進んでからではもとへ戻すことができに

くくなる、またできなくなる、また悪法も法

なりというような言い方をしないといけない

ことになるわけでありますから、今の段階で

行政が困ることに対する取り組みが必要だ

と、こう思うんですけどね。どういう姿勢で

すか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 町の姿勢のお

尋ねでございますけれども、これはもう再三

申し上げますように社会保障制度のことでご

ざいます。 

 確かに国保につきましては、どの保険者も

今構造的な財政問題を抱えております。その

ことが今国全体で議論をされておりまして、

一般会計からの任意繰り入れの問題につきま

してもそうですし、繰上充用の問題につきま

しても今課題としてテーブルに上がっておる

ところでございます。それらを含めて、先ほ

ど申しましたように、社会保障と税制の一体

的改革ということで、今鋭意議論をされてお

ります。 

 町といたしましても、本当に国保の財政運

営につきましては、苦慮をいたしておりま

す。やはりこの財源の裏づけがあるこの社会

保障ビジョンといいますか、それがない中で

本当に手探り的な、場当たり的な対応という

のもなかなか将来が不安ということでござい

ますので、今国レベルで議論をされておりま

す一体的な改革というところで、特に国保財

政の安定化、強化という面につきましては、

これはもう避けられないことでございます。 

 この介護保険もしかりでございまして、ど

うしてもサービスのほうへ目を向けますと必

ず裏づけたる負担ということが出てまいりま

して、部会の報告書の中の文言にもあります

ように、やはり介護保険料が月5,000円を超

えるということについては適切ではないとい

うことが言われております。 

 そういった大きな枠の中で本当に必要とさ

れる介護、また介護保険にいくまでも本当に

自立ができる、そういった給付事業というあ

り方をそれぞれの市町村が問題を解決する中

での一つの大きなキーワードということで考

えております。 

 住民の立場に立つべきというのはもう言わ

れるまでもなくそうなんですが、確かにその

負担という面において大きな問題がございま

すので、これまで桜井議員さんのほうからご

提案、ご指摘があります。そのまま対応がで

きてないというところがそこら辺にあるんか

なというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、なぜ先ほど言いま

すように、実施の枠組みを残して、先ほども

説明があるように、それぞれの被用者保険に

戻すと。仕切り直しのように見せかけておい
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て、基本的には今の制度を全体に地ならしす

るということなんですよ、後期高齢者の問題

もね。だから、今後期高齢者の５割の公費と

４割の現役、あとの１割の負担、それは保険

料ですから、この仕組みを全体に広げてしま

おうと。 

 また、ここで言ってるようなことが基本的

には県とか広域になると通らなくなる、これ

はもう後期高齢者医療の県の運営でも明らか

であります。そういうことが今後続かなくな

るということの中でありますし、また介護の

問題もやはりサービスを受けようと思えば要

介護の認定を受ける必要が否でも応でもある

わけですから、その認定で軽いほうから非該

当あるいは要支援１、２、そういう８段階に

なるわけですけれども、非該当になるとまず

利用はできないわけですね、これは制度。 

 だから、それらの制度の中で保険料が上が

ることがあるから、利用すれば利用するほど

保険料が上がる、そういう仕組み。すべて国

保にしても後期にしても介護にしてもそうな

んですね。しかし、そのことに対する公が取

り組むことが後退をするから問題だと思うん

です。だから、そこに公がもっともっと前面

に出て、負担あって介護なしにならないよう

に、医療もそうです。負担があって医療がな

かったらだめなんですから。そういう取り組

みこそ大事だと言ってるんです。 

 総合的なサービスの見直しの問題も取りざ

たされている中ですから、それらのことにつ

いてはしっかりと行政が責任を持って物を言

わないと、一人一人が物を言う、それは集会

を開いたりして東京などではいろんな取り組

みがなされているわけです、地域でもなされ

ております。しかしながら、行政が受け皿と

なる、また運営主体となる行政がこれでは困

るという姿勢に立たないと前へ行かない、そ

れこそが本当に主権在民じゃないんですか

ね。ほいで、安心して暮らせる条件をつくる

ことになるんだと、そうじゃないですか。も

う一度はっきり説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） もちろん行政

の責任といいますか、保険者の責任というの

がございます。 

 先ほど申しました財源の問題、これについ

てもやはり私どもは国の最終的な保険制度の

責任者ということから触れておるわけでござ

います。住民の皆様の立場に立って、これも

この姿勢には間違いなく通っておるわけでご

ざいます。ただ、そういった財源の問題とい

うのが大きいということでございまして、こ

れらも一体的な解決を図っていかなければな

らないというふうな背景がございますので、

その辺を受けとめていただきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 皆さんどう思うとってんか

わからんけども、今の菅民主党政権がやりよ

うこと、ええと思うてですか。一遍答えてみ

てください。言うたことは守らへん、一括交

付金だとかいろいろ言ってますけども、地方

自治体にも負担をかぶせて、子ども手当の問

題もそうですね。そういうやり方をして、社

会保障全体を切り捨てているというのが今の

政権でしょ。ええ思いますか。よくなかった

ら意見言うべきですよ。困るんだったら。困

らないんだったら言わんでよろしい。そうい

うことをはっきりさせていかないといけない

と思います。 

 そういう点で、すべてのもので負担を強い

る反面、切り捨ても行ってるわけですよ、サ

ービスの。それでいいかどうかなんです。う

そばっかしついたらあかんですよ。どう思い

ます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 切り捨てとい

う桜井議員さんのご指摘なんですが、私ども

切り捨てといった感じでは思っておりませ

ん。 

 介護保険等々で新聞等には言われておりま

すが、当然軽度者あるいは一定所得者以上の

所得者の負担割合の増といったことが言われ
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ておるんですけども、これらについてもそう

いった専門部会等の報告書を見る限りでも、

やはり計算上保険料ということになれば一気

に5,200円台というような試算値が出ており

ました。それらは介護保険料としてはふさわ

しくないんだという大きな一つの目標といい

ますか、ああいうことが言われておりますの

で、その中でいかにやはりお一人お一人の介

護サービスがどうかといったことが事業計画

の中の策定に反映をされていくということな

ので、国保にしましても、介護保険にしまし

ても、その財政運営が大きな問題でございま

すので、そのあたりをしんしゃくをしていた

だきたいというふうに先ほどから申し上げて

いるところでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、切り捨てでないと

いう認識のほうがおかしいよ。ほとんどそう

でしょ。ほとんどのことがサービスが低下し

よんですよ、上がりようへんのや。財源がな

い、そういうことを理由にどんどんどんどん

切り捨てて負担を強いとうやないですか。ど

れかまともなものありますか、ないですよ。

それを追随して行政がやろうとしているん

だ、この太子町も。だから、あかんのや。そ

のことだけははっきりさせないと、取り組む

姿勢もはっきりしない、そうじゃないんです

か。何がまともやいね。制度を起こすときに

はいろいろ言っといて、後期高齢者はもうう

ば捨て山やと言われたものですから、この制

度はもともとから悪いですけど、介護保険な

んかは何回も言うようですけども、10年、そ

の前には走りながらでも制度の内容を充実さ

せますとここで言ってきたことも事実です

よ。そういう点からいっても大事な点はそこ

にあるわけです。給付の抑制につながるよう

なことが切り捨てで、何がないんですか。使

いとうても使えないような制度がまともかど

うか。そうしよるやないですか。支援の問題

含めてね、要介護１のとこもそうですよ。み

んな切ってしまいよんじゃないですか。だか

ら、そういう姿勢に立たなかったら意見も述

べられないということになるんですけど、再

度聞きます。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど来丸尾部長の

ほうからお答えを申し上げておりますが、制

度は国のほうである程度考えていただく中

で、桜井議員は前から地方のいわゆる自治体

から声を上げるべきだという、もちろんそれ

も否定するものではございません。 

 この制度についても、例えば後期高齢者医

療制度についても、先ほど桜井議員について

はどうも余りいい制度でないようなお話でご

ざいましたが、やはりこれは本当に長年考え

られた中での結果の制度であったように私は

思います。今特にそれを感じております。 

 それはなぜこうなってしまったかというふ

うに、今先ほど桜井議員も表現的にうば捨て

山というような表現も出ましたけど、ああい

ったところで発言がメディアが飛びついてい

って、そういう制度のあら探しといいます

か、そういうとこが出ていった中で、いわゆ

る国政における政治家の方々が十分な説明が

できなかったからこの制度を変えざるを得な

いような状況に私は陥ったというふうに思っ

ております。 

 そういう意味で、お年寄りといいますか、

後期高齢者の方々にもある程度の負担をして

いただくということは、これは日本の全体の

財政を見た中である程度の負担をいただくと

いうところでの制度であったように思います

ので、すべてが悪いというふうには私は思っ

ておりません。 

 したがいまして、この社会保障全体に当た

っては、国のほうで考えていただく中で国家

レベルといいますか、国政レベルでのいわゆ

る国会議員を選ぶ中でやはり一国民としてし

っかりした判断をしなければいけないと思い

ますし、メディアが言ってる中で、やはりマ

スメディアの場合はそういったところに今の

話題にのりやすいところがありますので、偏

った報道になってる部分が多々あるように感

じております。 
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 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私も報道をええとは言いま

せん。それにどんどん載せていく。今消費税

も一緒ですわ。どんどん載せていって、ない

んだ、ないんだ、消費税だと。片一方で、大

企業のため込みというのは244兆円だっせ、

ほんまに。そして、いわゆる大企業の場合

は、輸出したら消費税還付されるから、その

制度も余り説明せえへんのや、そういうこと

はね。だから、とんとんになるような形で運

営しとる。だから、問題はマスコミの責任は

大きい、そんなことは私も大きいと思いま

す。 

 ただ、後期高齢者医療制度を分断するこ

と、そしていわゆる負担能力に応じて負担す

ることについて私否定するものではありませ

ん。 

 しかし、医療保険は全体としてどの階層に

おろうと、どうであろうと、やはり安心して

医療が受けられる制度として確立するという

ことで、後期高齢者を分断することについて

は悪法だと私はいつも思うし、こんな制度は

ないほうがええと、このように思います。そ

れだけは言っておきたいと思います。 

 ただ、医療も介護も年金もまともにはない

んですよ。下げたり負担を増やしたり、そう

いうことばっかし繰り返しとる、そういう状

況が今あるわけですから、それらのことにつ

いてはっきりとさせておかないといけない。

年金でも100年安心と言うといて、何が安心

になっとらいね。そういうような状況じゃな

いですか。 

 そればっかし言うとると時間がなくなりま

すんで、次の地域経済の対策につきまして、

この件も先にも言いましたが、ＴＰＰ（環太

平洋戦略的経済連携協定）への参加問題につ

いて、６月にということから菅政権に対する

批判も大きく全国にも広がっているのが実態

であります。その後の取り組みと今後の対応

について説明を求めたい。 

 また、地域の経済対策といたしまして、地

産地消、これは自衛措置としても、また地域

の産業、農業等が維持、発展させられるため

にも地産地消を促進する必要があるというこ

と。 

 それから、太陽光発電システムの設置に対

する助成制度、これも今年は国の方針も残る

わけですから、これに基づいた取り組みを本

町でも行うということが大切であるというこ

と。 

 また、小規模工事の登録制度の導入、これ

は小規模の場合は今でも一定の形では発注し

たりしていることでありますけれども、それ

ぞれの業が登録することによって、その登録

業者の中から業者を選んで工事等を、工事だ

けじゃありませんね、契約にかかわることは

たくさんあるわけですから、それらのことに

ついてその業者から選んでいく、そういうよ

うな形で地域経済にも管理をさせていくよう

な方向が必要であります。 

 それから、住宅リフォーム助成制度、再三

言うわけでありますが、これも全国ではだん

だんとこういう導入自治体が増えてきており

ます。 

 これも、ただ住宅リフォームと言うたら建

築だけの問題ではなしに、左官業から内装か

らたくさんあるわけでありますが、それらの

ことで大体20万円以上の工事が行われる場合

に多いところでは20万円を限度として助成を

する、そのことによって地域の業者等が受注

をする、そういうことについての助成制度で

あります。そのことによっての地域経済の貢

献というのは、雇用の拡大にもつながります

し、また業の起業にもつながると、こういう

ことで導入自治体が増えてきているわけであ

ります。 

 私は、本町でも導入し推進することが求め

られるわけです。その取り組みについて説明

を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） ＴＰＰへの参

加問題につきましては、12月にもご質問をい

ただきましてご答弁を差し上げたところでご
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ざいますが、日本の農業につきましては、担

い手の減少や高齢化の進行、あるいはまた耕

作放棄地の増加、農畜産の価格の低迷など、

非常に厳しい状況にある中で政府においては

昨年11月９日に包括的経済連携に関する基本

方針を閣議決定し、環太平洋連携協定につい

て情報収集のため関係国との協議を開始する

旨、方針を表明いたしました。 

 11月30日に「食と農林漁業の再生推進本

部」を設置し、総合的な議論が進められてお

ります。これを踏まえまして、全国を初めと

しまして兵庫県内でも各種団体、ＪＡ、農業

会議等が反対をしておりまして、太子町農業

委員会におかれましても全国農業会議所を通

じまして反対の署名運動に取り組まれておる

ところでございます。 

 この環太平洋連携協定につきましては、例

外なき関税撤廃を原則とする包括的な協定で

ございまして、その影響については農業分野

にとどまらないものでございます。そのた

め、今後とも国の動向等を注視しながら対応

をしたいというふうに考えております。 

 次に、地域経済でございますが、まず地産

地消でございます。 

 地元で収穫されました農産物を地域で消費

する地産地消につきましては、消費者が新鮮

で安心な食材を手に入れられること、消費者

の喜ばれる顔からも生産者にもつくる喜びを

見出せるなど、健康づくりや農業の推進、地

域づくりの観点などから非常に大切なことと

認識をいたしております。 

 本町におけます地産地消の取り組みといた

しましては、太子夕市部会によります直売所

の運営、いちじく部会、太子町加工グルー

プ、松尾農産加工組合などによります地元産

の食材や加工品の製造・販売などが活発に行

われているところでございます。 

 子供たちの食を支えます学校給食におきま

しても、夕市部会の販売いたします太子町産

の野菜あるいはまた太子みそ、タケノコなど

を積極的に活用し、安全・安心、おいしい学

校給食の提供に努めているところでございま

す。 

 また、本年２月より役場庁舎玄関口に太子

町の特産品を展示いたしまして、太子みそ、

太子イチジク、タケノコなどを展示するとと

もに特産品のパンフレットを作成いたしまし

て、住民の皆さんに安心でおいしい町の特産

物を知っていただくことで地産地消を進める

よう取り組み、生産者団体あるいはまた住民

の方からもご好評をいただいているところで

ございます。 

 これからも生産者団体と連携し、地元の農

産物の使用拡大に努めることによりまして、

地産地消、食の安全・安心を守っていきたい

というように考えているところでございま

す。 

 続きまして、太陽光発電システムの件でご

ざいますが、このシステムにつきましては地

球温暖化の対策の一環として期待をされてい

るものでございまして、普及拡大のため太子

町では21年度より住宅リフォーム相談窓口を

設置いたしまして、住宅の耐震化、リフォー

ム、太陽光発電など、さまざまな住宅施策の

相談や情報提供をさせていただいておりま

す。新築しようとする方だけでなく、リフォ

ームを考えられている方にも太陽光発電設備

を紹介し、国の補助制度と合わせまして普

及、啓蒙に努めているところでございます。 

 住宅リフォーム助成制度でございますが、

地域住民が住宅のリフォームを行った場合

に、その経費の一部を自治体が助成すること

により住宅の改善を容易にするとともに中小

零細事業者の振興を図るもので、不況対策や

地域活性化あるいはまた雇用の創出に一定の

効果があるものと言われております。 

 ただ、本町の住宅事情につきましては、住

宅ハウスメーカーや大手ディベロッパーによ

ります新築や改築が多く、中小業者の需要が

低迷しておりまして、町内の民間需要を喚起

することが地域の活性化を図ることであると

認識をいたしております。 

 住宅リフォームの促進については、特に耐

震化工事を促進することによりまして地域経
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済の活性化に資するものと考えており、取り

組みやすい木造住宅の耐震化に関する補助制

度あるいは住宅リフォーム制度などのＰＲに

努めていきたいというように考えておりま

す。 

 次に、小規模工事等の契約希望者登録制度

でございますが、町が発注いたします公共施

設及び出先機関などの小規模な工事や修繕の

うち、少額で内容が簡易なものについて発注

を希望する方を登録し、町内の小規模業者が

直接工事を受注できるものです。指名競争入

札の参加資格を持たない業者にも公共の仕事

を確保させるというもので、全国的にも実施

をしている自治体が増えている状況でござい

ます。 

 ただ、基本的には公共工事である限り軽微

な工事でございましても品質の確保あるいは

履行の確実性が担保されるべきでございまし

て、受注者の経営能力あるいは施工能力等に

ついて一定の評価をする必要があると考えて

おります。一番小規模なランクの名簿登録者

にも個人業者が登録をされておりまして、現

行におきましても小規模事業者が入札や見積

もりに参加しにくい状況にはなっていないの

ではないかというように考えております。 

 したがいまして、現行の入札参加資格の登

録制度の中で地元中小企業者の公共事業への

参入の機会は確保されているものというよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただ、住宅リフォームの場

合も、これを起爆剤にして広がりを持つとい

うことで導入自治体が増えていってると。こ

ういう取り組みというのは大事やと私は思う

んやね、地域の経済全体、それから雇用。そ

ういう意味で、ただ国の動きとか宣伝をする

とかということじゃなくて、具体に制度を持

つことが５万円のところもあるわけです。そ

れは額が違うんですけれども、一応10万円の

助成が起爆剤になって広がりを持つというよ

うな取り組みが行われとるということであり

ますから、本町でもそういう取り組みは必要

だろうと。 

 また、同時に小規模工事も今まで用を足し

とるということでありますが、登録するとい

うことでそれぞれが自分の仕事に責任を持っ

ていけるような、持たない者にまた発注した

りすることはないと思うんですが、登録する

ことによって品質の向上また技術の向上、そ

ういうことが行われると思います。そういう

ことが登録制度のよさだと思いますので、何

もやってないと言ってるわけじゃありませ

ん。制度によってそれを補完していくという

ことが大事だという、それが全国的にも広が

りを持っていることではないかと思うんで

す。 

 それから、同時に太陽光の問題も、国の制

度を利用されたらいかがかじゃないんです

よ。それぞれが自治体ごとに一定の基準を持

って助成をするという制度を上乗せをもって

推進を図る。このごろは大手なんかが乗り出

したりしてきてるんですが、これも小規模工

事、電気屋さんなんかが本来はやっていくよ

うな形になっていたものを需要が見込めると

いうことで量販店なんかが乗り出してくる、

企業も乗り出してくると、こういうような形

になっているのが現実なんですが、地域のそ

れぞれの業をなす方々が工事を行うことを推

進するということは地域での経済にもそれも

貢献することですから、そういう取り組みを

私は言っとんです。どうなんですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 直接町の助成

をということかと思いますが、現状の中では

国の助成制度のＰＲということで、近隣の調

査もさせていただいておりますが、兵庫県で

現在13市２町が太陽光については助成制度を

持っているような状況でございまして、太子

町におきましては現在のところ国の制度を十

分リフォーム相談窓口においてＰＲをしてい

きたいというように考えております。リフォ

ーム助成につきましても同様でございます。 

 それから、小規模の関係でございますが、
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現在私どものほうで対応をさせていただいて

おりますが、先ほども言いましたように、一

定程度の公共工事でございますので、幾ら規

模が小さくてもそういうものでございますの

で、ある程度の基準といったものについては

設けるといいますか、持っていきたいなとい

うように思っております。 

 さらには、小さな見積もりですかね、随契

での工事等について、そういったものの対応

もいたしておりますので、全体としてご指摘

の件については対応ができているのではない

かというように思っております。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 行政が主体じゃなくてとい

う、ほいから一定程度のやっぱり技術なり何

なりが必要です。何も否定しておりません。

登録制度があるということによってまた公共

工事等にも参加できるという道を開けるとい

うことが皆さんにわかってくればまた違って

くると。一部の者に独占させるんじゃないで

すよ。できる限り門戸を広げていくために

も、登録制度っていうのは活用されていって

るということですから、その点と。 

 それから、ＴＰＰもよそのばっかし見とる

なというて12月のときも言いましたけど、こ

れ実際上は今の仕組みからいってもほとんど

農業関係でもこのフォーラムで今の政権いろ

いろやっておられますけども、関税率という

のも既に小規模の場合は10％、こうなっとる

んで、だから反対するんですよ。さらにつぶ

すんかということに、農業関係でも出てく

る。それから、高度なものについては関税率

が高いんやね、大規模な。それの門戸を開け

ということに、これを巧みに使っておるとい

うようなことがあってはなりませんし、小規

模零細な農業だけではありません。医療から

保険、各種のものにこれはアメリカが具体的

には門戸を開けというとんです。そのことに

全部こたえようとしてるのが菅政権なんです

よ。だから、皆さん怒ってんや。皆つぶすん

かと。 

 だから、これは行政的にも地域の商工業が

統計的にも太子町の場合は減ってますわね、

地域で業をする人が減って、通過交通的なと

ころは一定ありますけども、皆がつぶされて

いってるような状況、そういうことをなくし

ていく取り組みが大事やと。そのことが今の

取り組みにつながるわけですから、協同して

声を上げていくこと、６月にさせない取り組

みも大事なんです。それが農業協同組合また

農業会議等が農業分野で反対署名を行う、協

同しようと言ってる。行政が見とってどない

するんですか、どうなんですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほど来から

申し上げておりますが、国全体の取り組みで

ございますので、太子町としての行動をどう

かということについてはもう少し国の状況を

注視したいということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 余り国の動向見とったらど

んどんどんどん悪いことが決まっていって、

悪いほうに動くんや、住民にとってね。それ

だけは言っておきます。 

 それで、先ほどちょっと舌足らずになって

おりましたけれども、一般的な農産品は10％

を切っとんですよ、ほんまに。それから土地

利用型の農業というのは大規模なやつね。こ

れは交換税だと言われておる、関税が。それ

が門戸を開けというとんやね、アメリカなん

かが。そのこともちゃんと認識した上でない

と、全部がこう言うてるということじゃなし

に、こういうところを門戸を開いたらアメリ

カが入りやすいと、こんなことを言ってるわ

けですから、それらを皆さんにこれもマスメ

ディアやないけど知らさなあかん、住民行政

もね。それが大事やと。住民とともに歩くと

いうのが今度施政方針で住民が主人公という

とってのことと違うんでっかな、今度ね。ま

た後で言いますけど。はっきり言うときま

す。 

 それから、何ぼ時間使うたんか。 

（「残り20分」の声あり） 

 先ほどのことでも、行政がもう一度主体で
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取り組まないと、一般任せにするということ

のほうが問題だと思うんです、その住宅リフ

ォーム皆。その皆さんが参加したり、その恩

恵に浴する人たちが増えれば増えるほど、地

域経済にも雇用にも役立つんですよ。違うん

ですか。行政が判断してやるんじゃないん

や。住民とともに考えて、英知を出し合いな

がら進めるのが太子町が標榜してきたことじ

ゃないんですか。 

 その点から、先ほど制度のもんも皆さんと

ともにこういう制度を導入したらどう運用し

ようと。いわゆる加工品の販売の問題も今触

れられておりましたけども、それらをより広

めていく、また地域で産する業を多くしてい

く、また参加する人を多くする、そのために

は情報が不可欠です。それらを提供しながら

一緒にやりましょうと、行政もこの中で一役

買いましょうというようなことでないと前へ

行かんでしょう。これまでのほとんどの失敗

というのはそういうことです。で、農業も減

反ばっかししてきた結果が今あるわけですか

ら、減反に乗る国に追随しとったらろくなこ

とありませんで。また、地域のことをしっか

りやっていくということが大事なんで、再度

その確認だけしときたい。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 住民とともに

ということについては否定はいたしません

が、今現在太陽光であるとか、リフォームで

あるとか、そういった助成制度につきまして

はＰＲというのについてもう少し十分充実で

きるようにしていきたいと。 

 リフォームの相談窓口につきましても、

22年４月から設置をしております。相談者に

ついても数としては多数ではございませんの

で、もう少しそのあたりもＰＲが必要かなと

いうように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ＴＰＰは、もっと真剣に、

もっと大幅に行政が大車輪になるぐらい、地

域によっては行政のトップが先頭に立ってＪ

Ａのトップなどと一緒に行動を起こす、そう

いう取り組みをしてきてるのはあちこちで今

出てきてるんですね。６月ということに、参

加の門戸を開くというところからやめろとい

う意見ですからやめさせないといけないわけ

です。そういう取り組みが今早く求められ

て、ほかの施策よりもこの施策が大事やと思

うんです。そういう取り組みを農業委員会は

反対署名を行おうということで、議員の皆さ

んにもせんだってちょっとお願いをしたよう

なことがあります。全体的にもその推進を図

る必要がありますので、行政も事務局をやっ

とるだけじゃなしに一緒にやると、そういう

姿勢に立っていただきたいと考えます。 

 それから、次に庁舎の用地問題について伺

いたいと思います。 

 庁舎問題は通告でも指摘をし、せんだって

議会の総務委員会でもいろいろ議論をした結

果の報告として全体の一致は見られておりま

せんけれども、意見として付そうと、こうい

う意見がある。それから一方では今東芝の用

地を購入することが今回の補正予算でも出て

きておる、そういう中でまとまった土地が出

ることはめったにないことや、だから購入し

ておくべきであるというような意見もありま

した。 

 そういう中で、私はいま一度考えないとい

けないことが通告でも触れておりますよう

に、庁舎問題は単に庁舎の位置を決めるとい

うだけではなしに、太子町の将来、今後のま

ちづくりの基本的な根幹をなすものである

と、こう考えます。 

 したがって、庁舎の位置というのはできる

だけ中心に位置するほうが今もよいと考えて

ます。また、住民の皆さんの中でもそういう

声はたくさんあります。なぜなら、やはり発

展性が将来に望める、そういう位置がふさわ

しい、当たり前のことだと思うんです。その

声が上がらないのが、むしろもっともっと大

きくなっていくことが大事だと思うんです

が、住民的には既に今の報道機関を通じてあ

たかも決まったかのように見受けられる。ま
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た、自治会長などの中で説明をしたというこ

とが報じられると、それでもう異論がなかっ

たんかいなと、こういうふうなことで見られ

る。だから、報道がいかに住民の自発性等を

喪失させるか。また、本来は吟味をして自分

の意見を持って、自分の意思で動くというの

が自治体もそうでありますし、一人一人の住

民もそうなんですけど、なかなかそういうふ

うに現実にはなっていない、そのために決ま

ったものを曲げるわけにもいかんじゃろうと

か、今さら遅いんではないかと、こういうよ

うな意見もあることは事実です。しかしなが

ら、私が今言いましたように、大事なのは発

展が望めるような位置がふさわしいと、この

ように考えております。 

 そういう面からと、それから現在私もそう

ですが町長らも含めて、今行政に携わりかか

わる者だけが決める問題ではない、特権では

ない。将来この町で暮らす若者が参加するこ

とができる、それは何かと言うたら、先ほど

地方自治法の改正論議がありましたけれど

も、重要なものについては住民投票で決め

る、議員だけが決めて誤ったことを決めた

り、トップがこれがええと言うて間違った

り、そういうことのないように住民が最終判

断をする、これが住民投票制度でありますか

ら、住民投票で決する、大事なことだと思い

ます。 

 もともと、この現在地を決めたときも、い

ろいろ取りざたされながらかなりの論議を経

て決めてきたわけでありますし、今後一層住

民の意思で決める、大事になってくるわけで

す。そういう住民投票を実施する必要がある

と。合併だけじゃないんですよ、こういうも

のをするのは。だから、住民投票で決めたら

いいと。 

 その選択肢は、今町が上げている東芝用地

グランド跡地、それから私は皆さんの声もそ

うだなと思い、私もそう思うのはあの文化会

館の借地を含む駐車場、これを活用すると。

それが購入できるかできないかっていうのは

これからのことになりますが、購入すべきと

ころ、それから借地のままで建設している自

治体もあるわけですから、そういう中でやは

り将来のまちづくりにとってどこがいいの

か、それらを含めて若者を含めた住民投票で

決める、それが当たり前ではないかなと。間

接民主主義で決めるものではなしに、実際上

の直接民主主義で決めていこう、こういうこ

とが当然のことだと思うんです。 

 ただ、それのためにはどんな庁舎が必要な

のか、価格がどうなのか、すべてが明らかに

ならないといけないわけです。これまでにや

っぱりシビックゾーン、それから市街化開発

構想、それらにお金をかけてわざわざここを

中心にしようというてきたところを殺してし

まうのも行政です。皆さんに声をかければま

た変わってきます。同じお金をかけるんだっ

たら、中央にふさわしいところにかける、そ

れが当たり前だと思うんです。そのための住

民投票を実施すべきだと思うんです。その点

はどうですか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 庁舎用地に係るご

質問にお答えいたします。 

 第１点目の庁舎の位置につきましては、本

町の新庁舎建設に係る検討委員会等、従前か

らの取り組み経過におきましても最も大切な

課題として慎重に選定地の検討を継続したと

ころであります。 

 また、地方自治法は庁舎の位置の設定につ

きまして、住民の利便性が得られること、さ

らに最もよい場所との賛同を得るよう適当な

考慮を払わなければならないと述べておりま

すが、このたび新庁舎用地候補としてご提案

申し上げております東芝所有地につきまして

は、まず町の道路交通網の南北軸（沖代線）

と東西軸（県道門前鵤線）が交差する要衝で

あること、周辺には本町の存立基軸となる斑

鳩寺など貴重な歴史資源が残ること、そして

新庁舎と文化会館さらに保健福祉会館等、線

で結ぶことができるなど、町全域に有効なア

クセスが図れる都市拠点となり得る。また、

庁舎が必携とする防災拠点など、種々機能を
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ともに形成し得る場所であり、住民感覚にお

いても本町の中心となり得る場所でありま

す。 

 人口規模にふさわしい新たな太子町の振興

に係る都市拠点としての役割を十分に果たせ

る最も適切な庁舎位置と考えております。 

 第２点目の庁舎建設計画への意思の決定に

つきましてご質問いただいたわけですが、昨

年８月の議会並びに町民の皆様への公表以

降、まちづくりの集いを初め種々町民参加機

会を通して東芝所有地を新たな庁舎位置候補

とする事業計画を慎重に説明するとともに、

その会議録などにつきましては「広報たい

し」またホームページに掲載し、広く町民の

皆様への周知に努めたところであります。こ

のような取り組みを通して町民の皆様の新庁

舎建設事業計画に対する十分なご賛意を賜っ

たものと考えております。 

 今改めて選定地の選択肢についてご質問い

ただいているわけでありますが、また先日の

総務常任委員会の研究取り組み課題に係るご

提言もいただいておるわけでありますが、庁

舎建設敷地として必要な約１万2,000平米の

一団の土地を一地権者から取得できること、

さらに住民の利便性、都市計画的諸条件など

を考慮する中で東芝グランド用地は太子町新

庁舎建設場所として最適の位置であり、現時

点でこの場所以外の候補地はないと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それはあんたらが考えとう

だけじゃ、そんなことはね。あたかもそうだ

と言わせんがために言うとるだけで、福祉会

館やら保健福祉センターと結ぶ、もともとな

かったものだ。そういうことをわざわざ結ん

でいくようなことを上手にやってだと思いま

す。今あるものを結ぶんだからね。それが当

たり前のように言う。 

 しかし、もともと文化会館周辺を市街地ま

たシビックゾーンとして決めてきた経過があ

るわけですよ。それを破ってしまってばらば

らにして、ここがええんやと。もともとはこ

この若芝寮の後も本来だったらあいさつをし

て手をつけておればいいものを、あれは購入

せずにこちらにするんやと。そのときはそん

なん出てませんでしたやん、こっちも。そう

いうときに今のようなことを言うんならば説

得力があるかもわかりませんわ。しかし、東

芝がああいう形になって、これを売りたいと

言うたら、ある土地をあたかもここがええよ

うに結びつける、それだけのことじゃないで

すか。だから、住民参加で決めるべきこっち

ゃって私は思いますし、皆さんもそうおっし

ゃってんの当たり前だと思いますよ。行政は

そういうふうに懇話会で説明したとか、説明

して押しつけとうだけじゃないですか。住民

参加型じゃないですよ。ほとんどの情報は出

さずに、そんなことでまともに住民が主人公

とよう施政方針で言うたもんじゃと。私はず

っと言うとるから、このことを主張しよんで

す。 

 そういうようなことですから、今私はこれ

らを皆さんにお知らせをして、本当に何がい

いのかと思いますから、行政はそれ以上の答

弁ないんだったらもう結構です。私はこれで

皆さんと一緒に考えるんですから。私は言う

べきことはそうですよ、つぶしといてこっち

やというやり方ですよ、今のあたかもこれが

ええなんていう。こっちつぶしてもたやん、

機会をなくしたんやがい、東芝と一緒になっ

て。言い過ぎかわからんけど、そうじゃない

ですか。このときに手をつけておれば違うん

じゃないですか。もっともっと買う気になっ

とったら、あそこも違ってくるんですよ。そ

ういうような、ただほんまにマスコミを使っ

てうまくやる、同じですわ、今の国と。 

 だから、私は言うてることは、やはり今若

者が参加して将来を決める大事なことだと、

そんな参加の機会を設けるというのが合併協

議も一緒です。何が本当に将来にとっていい

のか、当たり前のことだと思うんです。もう

決めた既成事実を持って押しつけるというこ

とはやめてほしいなと思います。これだけ言
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うときます。 

 それから、次に都市計画、線引きの見直し

等についてであります。 

 本町は、これも特段の人口対策を講じなく

ても今日まで人口が増えてきた町でありま

す。施政方針の中でも、太子はこうだと言い

たいような作文があります。しかし、古くか

ら交通の要衝であることについては、我々が

生まれる前から、古い時代からお太子さんを

中心に、また西国道との絡みもあって、本町

は奥のほうと結ぶ179の関係、それらを含め

て播電があったほどの要衝の町であります。 

 そういうことに加えまして、全国的に見ま

しても太子町の場合は狭隘な面積で、その中

に本町内ではありませんが、鉄軌道の網干

駅、それからまた姫新線の太市駅が近くにあ

る、また国道２号の旧道、また同バイパスの

インターが東から山田、上太田、松尾、福

田、これも太子町と言っていいぐらいのとこ

ろであります。阿曽と合わせますと、５カ所

も存在する町としての利便性がもたらした結

果やと思います。過言ではないということで

あります。このような町は全国的に見ても本

当に少ない。これらの条件を生かして、人

口、雇用、過密・過疎の解消と学校等の教育

施設のバランス調整、こういう対策が必要だ

と、こういうことから用途地域の変更、見直

しに英断を持って臨むことが大切ではないか

と、このように考えます。 

 これらの施策を通じて、本町の人口がより

定着し、どうかしていくようなまちづくりを

する、一方では安心して終えることのできる

ようなまちづくりを皆さんに保証する、その

ことによって本町で住みたいということにな

ると思うんです。それらの施策について、線

引きの見直しを含めた取り組みの説明を求め

ます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 太子町の発展

につきましては、先ほど議員さんのほうから

申されたとおりで、非常に交通至便というこ

とで発展を遂げてきたところでございます。 

 用途地域につきましては、良好な市街地環

境の形成、都市における住居、商業、工業な

どの用途を適正に配置することによりまし

て、都市活動の機能性、都市生活の安全性、

利便性及び快適性等の増進を目的として、昭

和44年施行の都市計画法に基づきまして、昭

和46年に線引き、その後48年に用途地域をし

てきました。 

 これまでおおむね５年ごとの見直しを行っ

てきております。用途地域の全体見直しは、

都市計画基礎調査やあるいはまた現況調査の

結果等によりまして土地利用の状況と動向及

び社会経済情勢の変化など、それぞれの時代

のニーズに適切に対応すべく実施をしてきて

おります。少子・高齢化の進行、人口増加の

停滞、経済のグローバル化や高度情報化の進

展による産業構造の変化など社会経済状況や

都市を取り巻く環境が大きく変化をしており

ます。さらには、また住民ニーズの多様化と

ともに都市づくりの目標、これまで以上の拡

大から環境問題への対応や生活環境の充実、

都市の再生の視点を含めた質の向上へと大き

く転換を求められているところでございま

す。こうしたことから、魅力ある都市像を実

現するために地域の実情に応じた適切な見直

しが行えると考えておるところでございま

す。 

 市街化区域の拡大の考え方につきまして

は、引き続き既定の市街化区域の整備に重点

を置くものとしておりまして、拡大に当たっ

ては、市街化区域内におけます都市の再構築

あるいは生活環境の整備に寄与するものを優

先的に扱う考えでございます。 

 基本的な見直しに当たりましては、太子町

都市計画マスタープラン及び土地利用計画で

の位置づけや整合性が求められ、それに沿っ

て現状の土地利用の問題点あるいは課題を抽

出し、周辺の都市化の状況、広域的な都市整

備の視点に立ち、検討を進めております。 

 特に先ほどもございましたが、太子東、太

子北、阿曽インター、それぞれランプ周辺に

おきましては、交通の利便性の観点によりま
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して、物流・流通業拠点として土地利用を推

進するため、「流通業務施設区域」というこ

とで特別指定区域に指定をいたしておりまし

て、都市計画上の位置づけをいたしておりま

す。 

 今後につきましては、この制度を活用した

計画的な土地利用の推進を図ってまいりたい

というように考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

（「６分」の声あり） 

○桜井公晴議員 あのね、多分それではそう

はいかんと思うんです。実際上は英断と書い

ておりますのは、思い切ったやっぱり国と

県、それぞれと協議をして太子町がみずから

がこれからのまちづくりで農工商、そして

教、そういう面で立ち行くようにしていくこ

とが人口対策にもつながるし、雇用にもつな

がるわけですね。 

 だから、英断をもってやっぱり協議に入っ

て線引きを見直す、そしたら学校間バランス

の問題も解消できる方向へ持ってこないと、

行政がこれらをつくったわけですから、線引

きしたということはそういうことです。 

 しかし、一方では農業を20年間続けるとい

う税の関係もあります。それらのことで阻害

する要因があるわけですから、これらを解消

して都市の中では防災的な緩衝的な用地とし

て緑地として残す、前にも言いました。そう

いうことを含めたまちづくり全体を考えない

といけないときがきている。工業地域は東芝

の土地しかないわけですから、そういうもの

が整理されてこないといけないから線引きと

言うとんですよ。それに英断を持たないとい

けないんじゃないかというのがそうなんで

す。 

 ただ、今相生市が皆さんもようやるなと思

われとると思うんですけど、給食費の無料

化、保育料も、こういうことを打ち上げなあ

かん、その背景には人口です。こういうこと

を既に発表しているわけですから、やっぱり

谷口市長がこう言うのも、先ほど赤穂市のこ

とを言いましたけれども、赤穂においても本

当にお金をかけても国保では皆さんに少しで

も負担を和らげようと、こういう取り組みを

したりするというのが当たり前やし、隣のた

つのもそうでしょ。この間新年度の発表をし

ましたように、医療費の中学卒業まで完全無

料化をやると、こういうようなことをやって

いくということが、ここに住んでください

と。太子は何もせんでもたまたまこういう条

件にあるわけですから、幸い増えてきてい

る。しかし、今後も人口が理想的な形で変わ

ってこないと太子町の将来も危ないわけです

から、私はこういうことを言ってます。この

立場で取り組むべきだと思うんですが、その

点はどうなんですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 線引きの見直

しについてもというお話でございますが、社

会全体が少子・高齢化、人口減少傾向に向か

う中、特に太子町につきましては、姫路市、

福崎町、たつの市で構成いたします中盤都市

計画区域という区域の中に属しております。 

 ただ、線引きということで市街化に編入と

いうことになれば、当然人口増という形の中

で考えるわけですけども、全体としてたまた

ま太子町は今言いました交通至便とかいろん

な面で微増ではございますが増えておりま

す。しかし、全体の中では減ってると。そう

いうような中で、都市計画区域の区域区分を

変更するということについては、非常に全体

で検討する中では厳しい状況でございますの

で、新しくできました特別指定区域制度とい

ったものを活用しながら取り組んでまいりた

いというように考えております。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 要はこれだけ恵まれたとこ

ろで思い切ったことをやらないとだめだとい

うことのために言ってるんだ。だから、中盤

都市計画だとかそんなこと言ってよそのこと

思うとったら、太子町はそこに埋没してしま

うんや。そういうことでの協議をして、やっ
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ぱり県とも国ともしっかりやっていかん限り

は変わらへんでしょう。太子町の土地をいか

に生かすかですよ。そして、人口対策をやる

かで大問題です。そのつもりでやっていただ

きたいと思います。 

 あと、ほかがいろんな施策でやってる、町

も考えなきゃならんことなんです。それだけ

は言うときたいと思います。 

 それから、次に住民参加のまちづくりにつ

いて、和のまちを標榜する本町にありなが

ら、行政情報の公開提供はもとより重要な施

策等についても確かな情報が提供されないま

ま推進をされとると、今も一緒です、庁舎の

問題も。和のまち、英知の結集等には行政が

持つ情報等を住民と共有することが前提とな

るわけであります。また、住民参加の確かな

保障は、何回も言いますが自治基本条例の制

定がこれを裏づける、間違いないことです。

これらのことによって住民が参加することを

はっきりとうたうことになるわけですね。 

 町長のホームページのあいさつを見まして

も、古来から受け継がれた聖徳太子の精神を

持って、安心・安全で暮らせるまちづくり、

そしてだれもが住んでよかったと実感できる

誇りのあるまちづくりというて、きのう施政

方針も、またホームページ上にもあいさつを

しているわけですね。これは一つも悪いとは

私は思いません。 

 しかし、それを地でいくかどうかなんです

ね。はっきりと住民参加のためには基本条例

が必要だと、こう思いますし、議会基本条例

もそういう面から出そうとしてるのに、行政

は賛成できんことは賛成できん。それはよろ

しいがな。しかし、全体的には追随しないよ

うに思いますけれども、町長の顔色を見てい

ろいろ判断する者もあるから、やはり基本条

例を定めたらええわけですよ、行政側も。そ

の中にうたっているところもあるんだ、それ

をサボタージュしとんのはそっちやないか

と、そう思いますし、その気があるんやった

ら早う自治基本条例、まちづくり条例をつく

りなはれと。議会もその方向をつくろうとし

ているんですから、もっと積極的にやられた

らどうですか。 

 もう村瀬くん、ええわ。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 住民の参画と協働

につきましては、言うまでもなく今後のまち

づくりにおきまして、基本的に重要でありま

す。 

 本町におきましても、従前からの各種団体

との協働を尊重しながらホームページの充

実、まちづくりの集いの開催、各種審議会委

員の公募など、以前より参画と協働の推進に

努めてきたところであります。また、広報紙

や町ホームページによる情報公開、情報発信

を行うとともに、情報公開条例によりまして

情報の共有も適切に行っております。 

 尚早に自治基本条例の制定を議論するので

はなく、今まで取り組んできた参画と協働の

取り組みをさらに推し進め、本町独自の参画

と協働のあり方を形づくり、その中で住民の

皆さんとまちづくりの進め方について議論、

意識共有を深めていくことが先決であると考

えております。 

 住民との適切な情報交換を行いながら行政

事務事業を明確に進め、そして適切な精査、

評価を行うことが自治基本条例の制定以前に

大切なことと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 やらない根拠にその説明し

とうだけだ。何回も同じこと言ってる。それ

は村瀬君の前の佐々木君も同じこと言うたん

だ。一つもやる気あらへん。断る理由にそん

なことを言うとると。本当にやる気があった

ら、もっともっと裏づけをちゃんと条例とし

て定めて、皆さんと一緒にやりましょうと、

こういうことになるわけです。 

 私が先ほど言うたように、聖徳太子の、今

後の施政方針では“和のまち太子”を定め、

住民が主人公となるまちづくりを改めて開始

します。改めて開始する。ええことです。住

民が主人公はね。行政の施政方針でこんなこ
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とを言うたのは、余りほかではない。ただ、

私はずっと言うてることなんで、これが行政

のフレーズになっていくことは非常にいいこ

となんですけど、中身、今のようなことで行

政情報は提供しとる、やっとる、そういうこ

とがひいては住民を参加させない、自由にし

てしまってると、そういうことですから、そ

の点だけはこの住民が主人公を地でいくよう

な行政にしてもらいたいなと思う。それだけ

言うといて、終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で桜井公晴議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 兵庫県教育委員会に対して 

       「高校普通科の通学区・西播 

       学区を拡大しないことを求め 

       る意見書」の提出を求める請 

       願 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、請願第８号

兵庫県教育委員会に対して「高校普通科の通

学区・西播学区を拡大しないことを求める意

見書」の提出を求める請願を議題とします。 

 ただいま上程中の請願第８号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付い

たしました請願付託表のとおり福祉文教常任

委員会に審査を付託します。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで散会したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで散会することに

決定しました。 

 次の本会議は３月２日午前10時から再開し

ます。 

 なお、３月２日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さんでした。 

（散会 午後２時27分） 

 


